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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の経営指標等 

  

第一部 【企業情報】

回次 第23期 第24期 第25期 第26期 第27期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

売上高 (千円) 7,627,406 6,276,495 5,866,217 5,650,886 5,371,977

経常利益 (千円) 160,717 273,544 351,013 248,084 394,218

当期純利益 (千円) 92,347 157,025 206,714 147,954 229,024

持分法を適用した場合
の投資利益

(千円) ― ― ― ― ─

資本金 (千円) 149,050 476,000 519,525 530,526 531,510

発行済株式総数 (千株) 1,819 5,276 6,146 12,621 12,651

純資産額 (千円) 551,245 1,265,615 1,520,680 1,618,774 1,737,267

総資産額 (千円) 3,457,816 2,920,739 2,831,789 2,899,977 2,833,202

１株当たり純資産額 (円) 303.05 239.88 247.41 128.53 139.67

１株当たり配当額 
(うち１株当たり 
中間配当額)

(円)
7.50

(―)

7.50

(―)

10.00

(―)

5.50

(―)

5.50

(─)

１株当たり当期純利益 (円) 64.45 34.39 35.21 11.97 18.25

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― 28.57 32.72 11.60 18.11

自己資本比率 (％) 15.9 43.3 53.7 55.8 61.3

自己資本利益率 (％) 16.7 17.3 14.8 9.4 13.6

株価収益率 (倍) ― 16.60 23.57 32.58 12.22

配当性向 (％) 14.6 21.8 28.4 45.9 30.1

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 484,916 364,382 167,116 △337,997 313,806

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △5,062 50,883 △34,143 △14,321 △ 99,859

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △510,956 103,854 47,813 △51,299 △ 111,176

現金及び現金同等物の 
期末残高

(千円) 971,452 1,490,573 1,671,360 1,267,742 1,370,513

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(人)
82
(25)

89
(19)

97
(19)

105
(19)

113
(22)



(注)１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。 

４．第23期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株引受権付社債の新株引受権の残高及び新株

予約権残高がありますが、当社株式が非上場・非登録であったため記載しておりません。 

５．第23期の株価収益率については、当社株式が非上場・非登録であったため記載しておりません。 

６．第23期の財務諸表については、日本証券業協会の「店頭売買有価証券の登録等に関する規則」に基づき、証

券取引法第193条の２の規定に準じて、中央青山監査法人（現みすず監査法人）の監査を受けており、第24期

から第26期については、証券取引法第193条の２の規定に基づき、中央青山監査法人（現みすず監査法人）の

監査を、第27期については、あらた監査法人の監査を受けております。 

７．平成15年８月31日付で、普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。 

８. 平成17年９月20日付で、普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。 

  

  



２ 【沿革】 

  

 
  

年月 事項

昭和55年９月 米国製飛散防止等窓貼フィルムの輸入・販売を目的に、明豊産業㈱を資本金５百万円で設立。

昭和58年４月 オフィス内装工事を開始。

平成元年４月 明朗会計方式(原価と当社の利益を顧客へ開示する方法)を導入。

平成２年９月 明豊㈱へ社名変更。

平成６年４月 アットリスクＣＭ方式による設計＆プロジェクトマネジメントサービスを、主に在日外資系企業

向けに開始。

平成６年11月 東京都新宿区本塩町８番地２へ本社を移転。

平成７年４月 

 

 

顧客との情報共有システムとしてエクストラネットワーク(ウェブ上のプロジェクト毎のバーチ

ャルプロジェクトルームで、工事の進捗状況や入札状況を顧客等の関係者と情報共有することが

できる仕組み)を稼動。

平成13年１月 東京都千代田区麹町五丁目４番地へ本社を移転。

平成13年４月 明豊ファシリティワークス㈱へ社名変更。

平成14年10月 ブロードバンドをベースとした顧客との情報共有システムとして、ビジネスプロセスコラボレー

ション(ＢＰＣ：エクストラネットワークが情報を発信するのみであったのに対し、ビジネスプ

ロセスコラボレーションでは顧客との共同作業が可能)を稼動。

平成16年２月 日本証券業協会に株式を店頭登録。

平成16年12月 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。



３ 【事業の内容】 

(1) サービス形態別の事業内容 

当社は、これからの企業にとって欠かすことができない「生産性の高いオフィスづくり」や「ビルの新築・バ

リュアップ改修・用途変更」等の、ファシリティ(※１)に関する設計＆プロジェクトマネジメントサービス(以

下、「設計＆ＰＭサービス」という。)を提供しております。 

具体的には、次のように顧客(発注者。以下同じ。)のプロジェクトの実現を支援するサービスであります。 

①ファシリティマネジメント(ＦＭ)の考え方に基づいて、コンサルタントが顧客の経営課題や要望に応じたファ

シリティの調査・分析・提言等プロジェクトプログラミングを行う(以下、「基本計画の提言」という。)。 

②インハウスのデザイナー、建築士、電気・空調・ＩＴ・ＡＶ・防災等の技術陣が、コスト・工期・品質の最適

化を図るために必要な情報を顧客と共有しつつ、基本設計、実施設計、仕様書及び工程表等を作成し監理す

る。 

③施工者や資材・設備等の最良な調達方法の選定や、発注先・価格決定の支援をして、発注段階及び施工段階の

プロセス(※２)をオープンな環境の中でトータルにマネジメントする。 

上記①、②については、顧客の経営戦略及び業務プロセスを検討し、更に特有の企業風土や制度まで加味して

コンサルティングやプランニングも行っております。すなわち、当社では、顧客の経営課題や要望に応じたファ

シリティの基本計画を提言したうえで、品質を優先しながら、コストやスピードにおいても全体最適を図って設

計することに主眼を置いております。 

上記③については、顧客の補助者・代行者たる専門家として、透明度の高い競争環境のもとで施工者や資材・

設備等の仕入先の選定を支援し、それら実際の調達価格を顧客に開示するコンストラクションマネジメント方式

(以下、「ＣＭ方式」(※３)という。)を平成６年から開始しました。当社では、これを「設計＆ＰＭ／ＣＭサー

ビス」と呼んでおり、ＣＭ方式によらない総合工事業者等が主として行う「設計＆請負サービス」と区別してお

ります。 

このほかに、カスタマーセンターサービスとして、既存の顧客からの注文に応じて什器備品等の補給やレイア

ウトの変更などファシリティの維持保全業務も提供しております。 

  

＜設計＆プロジェクトマネジメントサービスの範囲図＞ 

  
 

  



(※１)ファシリティ／ファシリティマネジメント(ＦＭ) 

ファシリティとは、企業・団体等がその事業活動のために使用する全施設及び利用する人の環境を包含

する概念であり、ヒト、モノ、カネ、情報に次ぐ第５の経営資源と位置付けられる。ファシリティを経営

的視点から総合的・戦略的に企画・管理・活用するための経営管理活動がファシリティマネジメント(Ｆ

Ｍ)であり、その目的にはコストミニマム(設備投資、施設運営費の最小化)、エフェクトマキシマム(経営

効率や知的生産性など効用の最大化)、フレキシビリティ(将来の発展性や状況変化への柔軟性)、社会及び

環境との調和(地域社会や環境保全への配慮)などがある。 

(※２)発注段階及び施工段階のプロセス 

発注段階では、発注区分・発注方式の決定、入札仕様書の作成、入札参加者の募集、競争入札の実施、

施工者や設備・資材等の仕入先の選定、施工者や仕入先が提示する見積書の査定及び価格交渉などのプロ

セスがある。施工段階では、施工者間の調整、工程管理、施工者が作成する施工図書のチェック、施工者

が行う品質管理のチェック、設備・資材等の納品確認、追加変更のチェック、請求書の整理・管理などの

プロセスがある。 

(※３)ＣＭ方式 

1960年代に米国で普及しはじめた建設生産・管理システムであり、各分野の専門家集団であるコンスト

ラクションマネージャー(ＣＭＲ)が技術的な中立性を保ちつつ発注者の側に立って、設計・発注・施工の

各段階において、設計の検討や工事発注方式の検討、工程管理、品質管理、コスト管理などの各種のマネ

ジメント業務の全部または一部を行うものと位置付けられている。 

(2) サービス形態別の契約関係 

当社が提供する設計＆ＰＭサービスには、ＣＭ方式による「設計＆ＰＭ／ＣＭサービス」とＣＭ方式によらな

い「設計＆請負サービス」があり、前者にはピュアＣＭ方式とアットリスクＣＭ方式があります。 

①設計＆ＰＭ／ＣＭサービス(ピュアＣＭ方式) 

ＣＭ方式による設計＆ＰＭサービスであって、顧客が施工者と工事請負契約を締結し、当社は顧客と設計・

ＣＭ業務委託契約を締結してマネジメントフィーのみを売上計上する形態であります。マネジメントフィー

については、原則として事前に顧客との間で業務内容毎にマンアワー(※４)ベースで計算した固定フィーが

取り決められます。なお、コスト・工期・品質などが予想を超えて達成されたとき、当社に対する業務のイ

ンセンティブとして「ボーナスの支払い」を契約上定めておく場合もあります。 

ピュアＣＭ方式の契約関係は図１のとおりであります。 

(図１) 

 

  

(※４)マンアワー 

サービス提供のために要した時間に、サービスを提供した社員の管理会計上の時間単価を乗じたアクテ

ィビティコストである。当社では毎日の全従業員の全アクティビティコストを定量化することで、プロジ

ェクト毎の採算を的確に把握するマンアワーコスト管理システムを導入している。 



  

②設計＆ＰＭ／ＣＭサービス(アットリスクＣＭ方式) 

上記と同じＣＭ方式による設計＆ＰＭサービスで、当社が施工者と直接工事請負契約を締結することで、施

工に関するリスク(工期の維持、品質の確保、工事費予算の遵守、労働安全等)や法律上負担が義務付けられ

ている責任(建設業法に基づく元請責任、労働安全衛生法に基づく統括安全衛生責任者の設置、廃棄物処理法

に基づく排出事業者責任、民法に基づく瑕疵担保責任等)など工事完成に関するリスクをも負担する形態であ

ります。当社の下請となる施工者との請負金額や資材・設備等の調達価格は顧客に開示され、コスト構成の

透明性はピュアＣＭ方式と何ら変わりありません。マネジメントフィーについては、ピュアＣＭ方式と同様

に業務内容毎にマンアワーベースで計算した固定フィー及びインセンティブ契約がある場合のボーナスに加

え、工事請負金額に対する定率フィーが取り決められます。 

なお、アットリスクＣＭ方式では、当社は顧客との間でマネジメントフィーが確定した一括工事請負契約を

締結し、完成工事高を売上高として計上しておりますが、設計・ＣＭ業務に対するマネジメントフィーが収

益の源泉となっていることから実質的にはピュアＣＭ方式と同じくフィービジネスであると当社では考えて

おります。 

アットリスクＣＭ方式の契約関係は図２のとおりであります。 

(図２) 

  
 

  



③設計＆請負サービス 

総合工事業者(ゼネコン)と同様に建設工事の元請負人として、当社が顧客との間で設計施工請負契約を締結

し、完成工事高を売上計上する形態であります。請負金額は顧客に提示した見積書に基づいて総額にて取り

決められ、当社の下請となる施工者や資材・設備等の仕入先に支払う外注費及び材料費のコスト構成を開示

しないで工事完成に関するリスクを負担しつつ、適正利益の確保を図ることからこのサービス部分はフィー

ビジネスではないと当社では考えております。 

設計＆請負サービスの契約関係は図３のとおりであります。 

(図３) 
  

 

  

このように設計＆ＰＭサービスの２つの形態では、事業のコンセプト、顧客や施工者との契約関係、建設

業法の規制、リスク及び収益の源泉、売上計上ならびに収益構造などが大きく異なっております。 

当社では、ＣＭ方式のメリットを顧客にアピールすることで総合工事業者(ゼネコン)との差別化を図りつ

つ、顧客開拓や受注拡大に取り組んでおります。近年、発注者の意識変化を背景に、施工者の選定プロセス

及びコスト構成の透明性が確保されるとともに、説明責任に資する「建設生産・管理システム」の一つとし

てＣＭ方式に対する関心が高まっており、ＣＭの業務内容、顧客の補助者・代行者たる専門家としてＣＭ業

務に従事するコストラクションマネージャー(以下、「ＣＭＲ」という。)の役割及び立場、ＣＭＲと施工者

との関係、マネジメントフィーなどに対する理解も得られるようになってきました。 

  

④カスタマーセンターサービス 

前述の各サービス後の什器備品等の補給やレイアウト変更などの対応をカスタマーセンターと呼ぶ専門のチ

ームが対応するサービスで、リピート受注と顧客との関係強化を目指しております。その契約関係は、設計

＆ＰＭサービス実行時の形態に準じるケースが主です。プロジェクト実行時の基本計画に基づいて維持保全

業務も行うという、ファシリティマネジメント本来の考え方に基づくサービスであります。 

  

当社では、すべてのサービスにおいて、より効率的に業務を行うために、情報通信システムを活用した独自

の情報共有の仕組みを用いております。 

  

ＣＭ方式(ピュアＣＭ方式、アットリスクＣＭ方式)では、情報共有システムとしてビジネスプロセスコラボ

レーションシステム(※５)を顧客との間に導入し、設計図書の作成・発注・施工の各プロセスの情報をウェブ

上で開示・共有化することで顧客の信頼確保に努め、また意思決定を支援するとともに、当社の業務効率の向

上に活用しております。 



(※５)ビジネスプロセスコラボレーションシステム(ＢＰＣ) 

ブロードバンドや光回線の普及に伴い大容量の通信が安価に可能となったことにより、顧客及び施工者

等の関係者で行う一連の作業を閲覧するだけでなく、ウェブ上で共同作業できるＢＰＣを構築。その共同

作業に加え、全国地図上にプロジェクト情報をリンクさせ、プロジェクト情報を可視化した結果、関係者

は該当地区の旗をクリックするだけで、その時点の詳細なプロジェクトの情報が表示・確認でき、複数の

拠点及びプロジェクトが同時に進行するようなケース等で利用している。 

  

  



４ 【関係会社の状況】 

該当事項はありません。 

  

５ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成19年３月31日現在 

 
(注)１．従業員数は、期末就業人員数であり、契約社員・派遣社員・顧問等の臨時雇用者は、( )外数で平均人数を

記載しております。 

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

  

(2) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

113(22) 38.7 4.0 6,963



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当期のわが国経済は、企業収益改善に伴う設備投資の増加と雇用環境好転による消費の増大により、緩やかな

回復基調で推移いたしました。当社が主たる事業を展開しているオフィス市場におきましても、デジタル化に対

応した新しいワークスタイルへの移行、雇用の増加、多数の大規模新築ビル竣工などにより、東京都心部の空室

率も2006年3月以来貸し手優位の目安とされる3％を連続して下回り（生駒データサービスシステム調べ）、オフ

ィスの移転・拡張需要は極めて堅調です。また、旺盛な民間設備投資、ファンドによる積極的な不動産投資など

により、オフィスビルをはじめとする様々なファシリティの建設や改修も活発におこなわれています。 

  そのような中、オフィス部門におきましては、ワークスタイルやICTのコンサルテーションからデザイン、調達

支援、施工監理、引越しまでをワンストップで提供する当社の総合力と、プロセス及び結果をオープンにする透

明性（コンストラクション・マネジメント＝ＣＭ方式）を高めることで、新築同時入居型の大規模案件を含め、

前期同様高い受注レベルを確保いたしました。 

  ビル・新領域部門におきましても、企業の説明責任や内部統制ニーズの高まりにより、建設関係の工事に関わ

る様々な経費の妥当性について第三者の専門家に確認するという需要が生まれ、当社の認知度向上と相俟って受

注が急増しております。また、不動産ファンドの投資対象が都心のオフィスビルやマンションから地方を含む商

業施設、ホテル、旅館、リゾートマンション、ゴルフ場など様々なファシリティに広がることを見据え、的確な

体制・人材を強化することで他社との差別化を図り、ビジネスチャンス拡大を実現いたしました。 

  当社が提供するサービスの中で、売上高に工事価格を含まないピュアＣＭの売上総利益に占める比率が前期の

51%から67%に上昇し、2002年以降戦略的に取り組んでいるフィービジネスへの移行が順調に進んでいることに伴

い、売上高は減少し、利益は増大しております。 

  この結果、売上高は5,371百万円（前期5,650百万円、前期比4.9％減)、営業利益は389百万円 (前期254百万

円、前期比52.9％増)、経常利益は394百万円(前期248百万円、前期比58.9％増)、当期純利益は229百万円 (前期

147百万円、前期比54.8％増)となり、過去最高の経常利益及び当期純利益を計上いたしました。 

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期末に比べ102百万円増加しました。こ

の結果、資金の当期末残高は1,370百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は313百万円（前年同期は、337百万円の支出）となりました。これは、主に税引

前当期純利益393百万円、未成工事支出金の減少169百万円、売上債権の減少108百万円の資金増加要因が、未成工

事受入金の減少123百万円、仕入債務の減少255百万円、法人税等の支払106百万円等の資金減少要因を上回ったこ

とによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果支出した資金は99百万円（前年同期は、14百万円の支出）となりました。これは、主に投資有

価証券の取得25百万円、有形固定資産の取得36百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果支出した資金は111百万円（前年同期は、51百万円の支出）となりました。これは、主に配当金

の支払68百万円、自己株式の取得43百万円によるものであります。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当社における生産状況は、施工管理、施工技術、機械力、資金力及び資材調達力等の総合によるものであり、

工事内容が多様化しており、また外注に依存している割合が高いことから具体的に表示することが困難であるた

め、記載を省略しております。 

  

(2) 受注実績 

当事業年度の受注状況を示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 販売実績 

当事業年度の販売状況を示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注)１．最近２事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであ

ります。 

  
  

 
    ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

金額(千円) 前年同期比(％)

完成工事高 2,769,962 59.3

マネジメントサービス料収入 1,801,047 121.8

その他売上高 92,169 90.6

合計 4,663,179 74.6

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

金額(千円) 前年同期比(％)

完成工事高 3,670,407 81.6

マネジメントサービス料収入 1,603,008 153.7

その他売上高 98,561 91.2

合計 5,371,977 95.1

相手先

前事業年度 当事業年度

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

㈱インテリジェンス 282,126 5.0 554,089 10.3



３ 【対処すべき課題】 

当社はサービスを提供する会社ですので、競争優位性を高めるためには、その品質の向上とブランド力の強化が

必要です。 

  当社はこれを踏まえ、さまざまな取り組みを行っております。 

①サービスの標準化とサービスレベルの明確化 

  顧客に提供するサービス内容の標準化を進め、提供するサービスレベルを更に明確化することで、顧客満 

  足度と社内生産性の向上を図ります。 

②ビル・新領域部門の強化 

  ＣＭサービスに対する需要が高まっているビル・新領域部門への経営資源投入を積極的に行い、収益基盤 

  の強化を図ります。 

③ブランディング活動の実施 

  当社が真に顧客側に立ったＣＭサービスを提供する会社であること、常に社会や顧客ニーズに応えてスペ 

  ースを絵にしてカタチにする“スペース・スタイルを創造し続ける会社”であることを認知して頂ける 

  よう、ブランディング活動に注力いたします。 

④優秀な人材の確保 

  より良いサービスを提供するためには、それを実行する優秀な人材確保が重要です。当社の企業理念を共 

  有出来る人材を幅広く募り、社内教育機関であるＰＭカレッジにて育成し、適切に評価・処遇することで 

  継続的な人材強化を図ります。 

⑤企業の社会的責任の遂行 

  企業としての社会的責任を全うすることが、何よりも大切であることを認識し、コンプライアンス、内部 

  統制、情報セキュリティーを確実に実践いたします。 



４ 【事業等のリスク】 

当社の事業上のリスクと考えられる主な事項を記載します。これらは必ずしも事業上のリスクに該当しないもの

でも、投資判断上重要と考えられることについて積極的に開示しております。ただし、当社の事業リスクの全てを

網羅するものではないということをご留意ください。 

文中における将来に関する事項は、当期末（平成19年3月31日）現在において当社が判断したものであります。 

(1) ピュアＣＭ方式への転換による影響 

当社では、資材・設備等の材料費や外注費などのコストや物価変動に収益が左右される元請負型の収益構造か

ら脱却し、マネジメントフィーを収益の源泉とするフィービジネス(ピュアＣＭ方式及びアットリスクＣＭ方式。

以下同じ)へ業態転換を図っております。そのため、フィービジネスの経営管理手法としてプロジェクト毎の社内

人件費等を含めた採算を現場レベルで管理可能なものとするマンアワーコスト管理システムを導入しておりま

す。 

 今後、マネジメントフィーのみを売上計上するピュアＣＭ方式への転換が進むと、売上高利益率や総資本回転

率などの財務諸比率が大きく変動するほか、売上高や運転資金需要も減少する可能性があります。従いまして、

売上高を指標に当社の経営成績や収益力を分析する場合には、ピュアＣＭ方式への転換の進み具合に留意する必

要があります。しかしながら、顧客の意向によってサービス形態が決まることから、必ずしも当社の計画どおり

にピュアＣＭ方式への転換が進む保証はありません。 

(2) フィービジネスの安定性 

フィービジネスでは、資材・設備等の材料費や外注費などのコストや物価変動に収益が左右されることがない

ため、基本的に安定した収益を確保できると考えられます。ただし、顧客との間で業務内容毎にマンアワーベー

スで計算して事前に取り決める固定フィーに関して、マンアワーの見積りが不適当であった場合、プロジェクト

に従事する当社の人的効率が低下した場合などには、フィービジネスであっても安定した収益を確保できるとは

限りません。 

(3) 情報共有システムの活用 

当社では、ウェブ上での情報共有システム（ＢＰＣ：ビジネスプロセスコラボレーションシステム※）を活用

し、設計図書の作成・発注・施工の各プロセス情報を開示・共有化することでお客様の信頼確保・意思決定支

援、当社の業務効率向上に役立てております。これら情報共有システムを活用するスキルが不十分な場合や、シ

ステム自体に不具合が生じた場合などには、業務効率が低下してマンアワーのコストアップを招くなど当社の業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

(※) ＢＰＣ：ビジネスプロセスコラボレーションシステム  

 ブロードバンドや光回線の普及に伴い大容量の通信が安価に可能となったことにより、お客様及び施工者等の

関係者で行う一連の作業を閲覧するだけでなく、ウェブ上で共同作業できるＢＰＣを構築。その共同作業に加

え、全国地図上にプロジェクト情報をリンクさせ、プロジェクト情報を可視化した結果、関係者は該当地区の旗

をクリックするだけで、その時点の詳細なプロジェクトの情報が表示・確認でき、複数の拠点及びプロジェクト

が同時に進行するようなケース等で利用している。 

(4) ＣＭ方式に普及に向けた課題と行政等の対応 

ＣＭ方式は、1960年代に米国で普及しはじめた建設生産・管理システムであり、各分野の専門家集団であるＣ

ＭＲ(コンストラクションマネージャー)が技術的な中立性を保ちつつ顧客の側に立って、設計・発注・施工の各

段階において、設計の検討や工事発注方式の検討、工程管理、品質管理、コスト管理などの各種のマネジメント

業務の全部または一部を行うものと位置付けられております。また、ＣＭＲは、顧客の補助者・代行者たる専門

家として顧客の利益を守ることが最大の任務であり、顧客との信頼関係のもとで高い倫理性が要求されておりま

す。 

 近年、日本においても顧客の意識変化に加え、ＣＭ方式を実際に活用してその効果を認識する顧客も増えてき



たことで、ＣＭ方式に対する関心や評価が高まってきており、ＣＭ方式の普及・発展や倫理観を持ったプロフ

ェッショナルの育成を目的として平成13年４月に日本コンストラクション・マネジメント協会が発足しており、

当社も会員登録しております。また、平成14年２月には国土交通省よりＣＭ方式の内容や課題等を整理し、その

活用策をまとめた「ＣＭ方式活用ガイドライン」が公表されております。このなかでＣＭ方式の今後の普及に向

けた検討課題として、ＣＭＲに対する建設業法などの位置付け、ＣＭＲの業務内容と設計者・工事監理者・施工

者との関係の整理、ＣＭＲの倫理規程の整備、ＣＭ方式の責任関係と保証・保険制度、工事種類別ごとの瑕疵保

証のあり方、標準契約書の整備、公共工事にＣＭ方式を活用する場合の法制度・入札契約制度上の整理などが取

り上げられております。これらの課題のなかには、その対応が従来の建設生産・管理システムに大きく影響を及

ぼすものも少なくなく、中長期的な検討が必要なものもあると考えられます。 

(6) 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について 

当社は、役員及び従業員の業績向上に対する意欲や経営参画意識を高めるため、成功報酬型ワラント及び新株

予約権を利用したストックオプション制度を導入しております。これら潜在株式の合計639千株(平成19年３月31

日現在における失権株を除く)は、発行済株式総数の5.05％に相当しております。当社の株価が権利行使価格を上

回り、ワラント及び新株予約権が行使された場合には、１株当たりの株式価値が希薄化することになります。な

お、潜在株式のうち526千株については、平成17年２月４日にストックオプションとして取締役及び執行役員へ付

与された第３回新株予約権であります。 

  



(7) 経営成績の変動要因について 

(表１)最近５事業年度の業績の推移 

（単位：千円） 

 
（注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．売上原価にて（ ）内数で記載している金額は、予定単価に基づく人件費及びその他の配賦額であります。 

４．第23期の財務諸表については、日本証券業協会の「店頭売買有価証券の登録等に関する規則」に基づき、証

券取引法第193条の２の規定に準じて、中央青山監査法人(現みすず監査法人）の監査を受けており、第24期か

ら26期については、証券取引法第193条の２の規定に基づき、中央青山監査法人（現みすず監査法人）の監査

を、第27期についてはあらた監査法人の監査を受けております。 

回    次 
（決 算 年 月）

第23期 

平成15年3月

第24期 

平成16年3月

第25期 

平成17年3月

第26期 

平成18年3月

第27期 

平成19年3月

売上高 7,627,406 6,276,495 5,866,217 5,650,886 5,371,977

完成工事高 7,116,565 5,304,764 4,506,252 4,500,174 3,670,407

マネージメントサービス
料収入

378,880 808,177 1,177,199 1,042,621 1,603,008

カスタマーセンターサー
ビス

131,959 163,553 182,765 108,091 98,561

売上原価
（人件費）
（その他）

6,823,853

(477,663)

(144,274)

5,356,022

(558,935)

(137,461)

4,878,723

(635,651)

(153,299)

4,690,345

(640,395)

(171,169)

4,200,266

(717,848)

(184,759)

売上総利益 803,552 920,473 987,493 960,541 1,171,710

販売費及び一般管理費
（人件費）
（その他）

625,682

(352,965)

(272,717)

609,308

(408,947)

(200,360)

635,702

(422,676)

(213,025)

705,870

(445,280)

(260,589)

782,282

(513,284)

(268,998)

営業利益 177,869 311,165 351,791 254,671 389,427

経常利益 160,717 273,544 351,013 248,084 394,218

当期純利益 92,347 157,025 206,714 147,954 229,024

完成工事未収入金 1,837,555 912,890 666,090 707,513 834,342

工事未払金 1,794,479 1,078,425 809,504 687,168 447,128

有利子負債 450,039 ― ― ─ ─

純資産額 551,245 1,265,615 1,520,680 1,618,774 1,737,267

総資産額 3,457,816 2,920,739 2,831,789 2,899,977 2,833,202

従業員数      (人) 
（外、平均臨時雇用者数）

82

( 25)

89

( 19)

97

( 19)

105

( 19)

113

( 22）



  

① 最近５事業年度の業績推移 

  

第23期(平成15年3月期)は、首都圏を中心とした大型オフィスビルの竣工が相次ぐ一方、中古ビルから新築ビル

にテナントが多く移転するという、いわゆる「2003年問題」と呼ばれる状況の中、多数の大型プロジェクトを受

注いたしました。また一方で、中古ビルに対するバリューアップ改修工事、オフィスや店舗の「統廃合、分社、

スペース削減」等に関するプロジェクトでも、当社の提案力やＣＭ方式という明確なコスト管理能力が評価さ

れ、売上高7,627百万円(前期比23.8%増)と順調に推移しました。 

利益面では、第22期に導入したフィービジネス確立のための各施策が業務の効率化、社員のコストに対する意

識などを高めた効果が現れ、営業利益は177百万円となりました。 

財務面では、支払条件の改善や借入金の返済を行うなど資金効率の向上に取り組みました。 

  

第24期(平成16年3月期)は、当社がかねてより注力しておりました「オープンプロセス、オープンブック」の象

徴であるピュアＣＭ方式に注力し、それを支える仕組みを強化して対応した結果、売上総利益に占めるピュアＣ

Ｍ方式の割合が53.3％となり、前期15.3％より38.0ポイント高くなりました。オフィスを戦略的に活用する顧客

が増え、例えば優秀な人材の確保を目的とした全国拠点の見直しなどがあり、当社は自社で構築したＷｅｂ上で

情報共有するビジネスプロセスコラボレーション（ＢＰＣ）システムを改良することで、そのような全国規模の

プロジェクトに効率的に応えることができました。また、企業の統廃合や関係会社の見直し等に伴うオフィス移

転や統合プロジェクトが増加し、当社のプロジェクトの全容を初めに読み切るノウハウと、プロセスをオープン

にした中でプロジェクトをマネジメントするスキルが評価され、大型案件の受注につなげることができました。

一方、調達コスト及びその決定プロセスの透明化のニーズが顧客においてますます高まり、建設工事の発注直前

の金額を当社が第三者機関として査定するサービスも増えてきております。 

これらの結果、ピュアＣＭ方式による売上（マネジメントサービス料収入）は808百万円（前期比113.3％

増）、完成工事高は5,304百万円（前期比25.5％減）となり前期からフィービジネスへ移行し、売上高は減少しま

した。 

  

第25期（平成17年3月期）は、オフィスについては、ソフトバンクグループ（ソフトバンクＢＢ、日本テレコム

含む）の東京汐留ビル移転など大型プロジェクトが多数完了したことや、上場による設計＆ＣＭ（コンストラク

ションマネジメント）サービスの認知度向上により、日系企業の売上が増加し、従来の外資系企業が大半を占め

る売上構成から日系企業が大半を占める売上構成に変化しております。 

オフィス以外についても、各企業においてアカウンタビリティの要請が高まる中で、第三者機関として建設コス

トやプロセスの透明性が確保されるＣＭニーズが増大し、ビルのバリューアップや用途変更、コスト削減コンサ

ルティング（査定サービス）の売上が増加いたしました。 

これらの結果、当事業年度の業績は、売上高5,866百万円（前年同期比6.5％減）、営業利益351百万円（同13.1％

増）、経常利益は351百万円（同28.3％増）、当期純利益は206百万円（同31.6％増）となりました。フィービジ

ネスで利益を確保できる体制が確立しつつあります。 

  

第26期（平成18年3月期）は、オフィスについては、優秀な人材の確保等を目的としたオフィス環境の改善需要

が旺盛であり、当社の設計＆ＣＭ（コンストラクションマネジメント。以下同じ）サービスの認知度向上がより

確実となり、これまでも当社サービスへの関心が高かったＩＴ・ネットワーク関連など新進の企業に加えて、日

系大手企業からの売上も多くを占めました。また、数年に亘る大規模開発オフィスビルへの入居プロジェクトの

受注が多くあり、過去最高の受注高（経営指標として社内で管理している売上粗利益高ベース）を計上すること

ができました。 

 オフィス以外につきましても、建設業への信頼回復の必要性が高まる中で、建設コストやプロセスの透明性を



確保する当社のＣＭサービスの需要は益々高まり、ビルの新築・改修のＣＭサービスや耐震強度、アスベスト

などの調査レポーティングサービスの需要が増えました。また大阪府立大学総合教育研究機構棟の新築整備事業

のＣＭを受注するなど、今後も公共事業でＣＭの活用が進むよう、着実に対応してまいります。 

 このような結果、当期受注しながらも当期中に終了しない長期・大規模プロジェクトの比率が増加したことに

より、売上高は前期を215百万円下回る5,650百万円（前年同期比3.7％減）営業利益は前期を97百万円下回る254

百万円（前年同期比27.6％減）、経常利益は前期を102百万円下回る248百万円（前年同期比29.3％減）、当期純

利益は前期を58百万円下回る147百万円（前年同期比28.4％減）となりました。 

  

第27期（平成19年3月期）は、「第一部 企業情報 第２ 事業の状況 １．業績等の概要 (1)業績」に記載

しております。 



５ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

６ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  

  

７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

文中における将来に関する事項は、当事業年度末（平成19年３月31日）現在において当社が判断したものでありま

す。 

（１）重要な会計方針及び見積り 

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されており、財政状態

及び経営成績に関する以下の分析が行われております。 

当社経営陣は、財務諸表の作成に際し、決算日における資産・負債の報告数値及び偶発資産・負債の開示、ならび

に報告期間における収入・費用の報告数値に影響を与える見積り及び仮定設定を行わなければなりません。経営陣

は、収益の認識、対応する原価の計上、貸倒債権、法人税等、偶発事象や訴訟等に関する見積り及び判断に対して、

継続して評価を行っております。経営陣は、過去の実績や状況に応じ合理的だと考えられる様々な要因に基づき、見

積り及び判断を行い、その結果は、他の方法では判断しにくい資産・負債の簿価及び収入・費用の報告数字について

の判断の基礎となります。実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合がありま

す。 

当社は、特に以下の重要な会計方針が、当社の財務諸表において使用される当社の重要な判断と見積りに大きな影

響を及ぼすと考えております。 

 ①収益の認識  

当社の売上高は、完成工事高については工事完成基準により完成引渡しした時点で行われており、マネジメントサ

ービス料収入についてはサービスの提供が完了した時点で、その他売上高については完成引渡した時点で引渡時に顧

客から引渡書を受領した時点で計上し、いずれも顧客から受領した引渡書等の証票に基づき計上しております。一部

顧客側の事情により証憑が発行されないケースがありますが、関連する他の書類等に基づき完成した事実に応じた売

上を計上しております。 

 ②貸倒引当金 

当社は、顧客の支払不能時に発生する将来の損失の見積額について、貸倒引当金を計上しております。顧客の経営

環境若しくは財務状態が悪化し、支払能力が低下した場合等は、追加引当が必要となる可能性があります。 

  



（２）業績報告 

①概要 

      当期のわが国経済は、企業収益改善に伴う設備投資の増加と雇用環境好転による消費の増大により、緩やかな回

復基調で推移いたしました。当社が主たる事業を展開しているオフィス市場におきましても、デジタル化に対応し

た新しいワークスタイルへの移行、雇用の増加、多数の大規模新築ビル竣工などにより、東京都心部の空室率も

2006年3月以来貸し手優位の目安とされる3％を連続して下回り（生駒データサービスシステム調べ）、オフィスの

移転・拡張需要は極めて堅調です。また、旺盛な民間設備投資、ファンドによる積極的な不動産投資などにより、

オフィスビルをはじめとする様々なファシリティの建設や改修も活発におこなわれています。 

  そのような中、オフィス部門におきましては、ワークスタイルやICTのコンサルテーションからデザイン、調達支

援、施工監理、引越しまでをワンストップで提供する当社の総合力と、プロセス及び結果をオープンにする透明性

（コンストラクション・マネジメント＝ＣＭ方式）を高めることで、新築同時入居型の大規模案件を含め、前期同

様高い受注レベルを確保いたしました。 

ビル・新領域部門におきましても、企業の説明責任や内部統制ニーズの高まりにより、建設関係の工事に関わる

様々な経費の妥当性について第三者の専門家に確認するという需要が生まれ、当社の認知度向上と相俟って受注が

急増しております。また、不動産ファンドの投資対象が都心のオフィスビルやマンションから地方を含む商業施

設、ホテル、旅館、リゾートマンション、ゴルフ場など様々なファシリティに広がることを見据え、的確な体制・

人材を強化することで他社との差別化を図り、ビジネスチャンス拡大を実現いたしました。 

  一方、当社が提供するサービスの中で、売上高に工事価格を含まないピュアＣＭの比率が前期の51%から67%に上

昇し、２００２年以降戦略的に取り組んでいるフィービジネスへの移行が順調に進んでおります。これに伴い、売

上高は減少し、利益は増大しております。 

  この結果、売上高は5,371百万円（前期5,650百万円、前期比4.9％減)、営業利益は389百万円 (前期254百万円、

前期比52.9％増)、経常利益は394百万円(前期248百万円、前期比58.9％増)、当期純利益は229百万円 (前期147百万

円、前期比54.8％増)となり、過去 高の経常利益及び当期純利益を計上いたしました。 

②売上高 

   当事業年度は、売上高に工事価格を含まないピュアＣＭの売上総利益に占める比率が増加したことにより、売上

高は5,371百万円となり前事業年度に比べ278百万円の減少となりました。 

  ③売上原価、販売費及び一般管理費 

   当事業年度の売上原価は4,200百万円であり、完成工事原価が3,297百万円、マネジメントサービス料原価が816百

万円となり、全体では前事業年度に比べ490百万円減少しました。 

 当事業年度の販売費及び一般管理費は782百万円であり、前事業年度に比べ76百万円増加しました。人件費は513

百万円であり、期中の人員増加の影響等により前事業年度に比べ68百万円増加し、経費は268百万円と前事業年度に

比べ8百万円増加しました。 

  ④営業利益 

 当事業年度の営業利益は389百万円であり、主として売上総利益の増加により前事業年度に比べ134百

万円の増加となりました。 

  ⑤営業外収益（費用） 

 当事業年度の営業外収益は7百万円であり、主として有価証券利息を2百万円、保険給付金による収入

を5百万円計上したことによります。営業外費用は3百万円であり、主として投資事業組合投資損失を1百

万円計上したことによります。 

  ⑥経常利益 

 当事業年度の経常利益は394百万円であり、売上総利益の増加により前事業年度に比べ146百万円増加

しました。 



  ⑦特別利益（損失） 

   当事業年度の特別損失は、固定資産除却損を1百万円計上したことによります。 

  ⑧税引前当期純利益 

 当事業年度の税引前当期純利益は393百万円であり、前事業年度より140百万円増加しました。 

  ⑨法人税等 

 当事業年度の税引前当期純利益に対する法人税等は前事業年度に比べ0.39ポイント増加しました。 

  ⑩当期純利益 

 当期純利益は229百万円であり、前事業年度に比べ81百万円の増加となりました。 

  



（３）流動性及び資金の源泉 

①キャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度においては337百万円のキャッシュを支出しましたが、当

事業年度においては313百万円のキャッシュを得ました。これは、主に税引前当期純利益393百万円、未成工事支

出金の減少169百万円、売上債権の減少108百万円の資金増加要因が、未成工事受入金の減少123百万円、仕入債務

の減少255百万円、法人税等の支払106百万円等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。 

 投資活動の結果支出した資金は99百万円（前年同期は、14百万円の支出）となりました。これは、主に投資有

価証券の取得25百万円、有形固定資産の取得36百万円によるものであります。 

 財務活動の結果支出した資金は111百万円（前年同期は、51百万円の支出）となりました。これは、主に配当金

の支払68百万円、自己株式の取得43百万円によるものであります。 

②資金需要 

当社の運転資金需要のうち主なものは、顧客の要望に基づきアットリスクＣＭ方式にて対応することになる立

替部分であります。立替部分について支払と回収のタイムラグを回避する工夫を行う等、運転資金需要を抑制す

るようにしております。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当事業年度の設備投資については、優秀な人材の育成を目的として、オフィス拡張と環境改善、情報セキュリテ

ィ強化及び業務効率向上などを中心とした新オフィス入居工事9,157千円、大阪営業所移転工事7,150千円、サーバ

ー購入1,393千円等の設備投資を実施いたしました。 

  

  

  

２ 【主要な設備の状況】 

平成19年３月31日現在における主要な設備は、次のとおりであります。 

  

 
(注)１．帳簿価額には、消費税等は含めておりません。 

２．従業員数の( )内の数字は、平均臨時雇用者数を外書きしたものであります。 

３．上記の他、主要な賃借及びリース設備として、以下のものがあります。 

  

 
  

事業所名 
(所在地)

事業の部門別 
の名称

設備の内容

帳簿価額(千円) 従業
員数 
(人)建物

工具器具・
備品

ソフト
ウェア

電話
加入権

合計

本社 
(東京都千代田区)

本社 統括業務施設 32,789 16,637 14,170 1,467 65,064
110
(21)

事業所名
事業の部門別 

の名称
設備の内容

年間賃借料また
は年間リース料 

(千円)

リース契約残高
(千円)

備考

本社 
(東京都千代田区)

本社 建物 76,427 ─



３ 【設備の新設、除却等の計画】 

当社の設備投資については、業界動向、情報化の促進、投資効率を総合的に勘案して策定しております。 

なお、平成19年３月31日現在における重要な設備の新設、改修等の計画はつぎのとおりであります。 

(1) 重要な設備の新設 

  

 
(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 重要な改修 

該当事項はありません。 

  

(3) 重要な除却等 

該当事項はありません。 

  

事業所名 
(所在地)

区分 設備の内容

投資予定金額
資金調達
方法

着工予定年月 完成予定年月
総額
(千円)

既支払額
(千円)

本社（東京都
千代田区）

工具器具・備品 サーバー等 15,000 ─ 自己資金 平成19年５月 平成20年２月



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
② 【発行済株式】 

  

 
（注）１．発行済株式は、株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

①旧商法第341条ノ８第１項に基づく新株引受権の状況 

  

 
（注）１．成功報酬型ワラントであります。 

２．平成15年８月31日付、及び平成17年９月20日付をもって、１株を２株とする株式分割を行っているため、各

数値の調整を行っております。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 48,000,000

計 48,000,000

種類

事業年度末現在 

発行数(株) 

(平成19年３月31日)

提出日現在 

発行数(株) 

(平成19年６月27日)

上場証券取引所名又

は登録証券業協会名
内容

普通株式 12,651,000 12,651,000
ジャスダック 

証券取引所
(注)

計 12,651,000 12,651,000 ― ―

第２回無担保社債(新株引受権付) 

(平成13年５月16日発行)

事業年度末現在 

(平成19年３月31日)

提出日の前月末現在 

(平成19年５月31日)

新株引受権の残高(千円) 750 750

新株引受権の行使により発行する株式の発行価格(円) 50 50

資本組入額(円) 25 25



②旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく特別決議による新株予約権の状況 

(平成14年８月９日臨時株主総会特別決議) 

 
(注) １．新株予約権の行使の条件 

 (1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」)は、新株予約権の行使時において、当社または当

社の子会社の役員、執行役員または従業員の何れかの地位、あるいは当社または当社の子会社との間の契

約に基づく契約社員の地位を有していることを要する。 

 (2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認める。 

 (3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を認めない。 

 (4) 平成18年３月25日迄に行使できる新株予約権の数は、付与を受けた数の50％を上限とする。 

 (5) その他の条件については、臨時株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との

間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

２．新株予約権の譲渡に関する事項 

     新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 

３．当初は、新株予約権１個につき普通株式500株。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式

により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で

行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数

については、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

４．行使価額は、当社が株式分割等によりこの行使価額を下回る価額による新株の発行を行う場合(ただし、新株

予約権(第１回無担保社債(新株引受権付)の新株引受権、第２回無担保社債(新株引受権付)の新株引受権、第

３回無担保社債(新株引受権付)の新株引受権を含む)の行使による場合を除く)または自己株式の処分を行う

場合は、次の算式(コンバージョン・プライス方式)により調整される。調整により生じる１円未満の端数は

切り上げる。 

 
５．平成15年８月31日付、及び平成17年９月20日付をもって、１株を２株とする株式分割を行っているため、各

数値の調整を行っております。 

６．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、付与対象者の退職等により付与対象でなくなった

新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。 

第１回新株予約権(平成15年２月14日付与)
事業年度末現在 

(平成19年３月31日)

提出日の前月末現在 

(平成19年５月31日)

新株予約権の数 29個 29個

新株予約数のうち自己新株予約権の数 ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 58,000株 58,000株

新株予約権の行使時の払込金額 75円 75円

新株予約権の行使期間
平成17年４月１日から 

平成24年６月29日まで

平成17年４月１日から 

平成24年６月29日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  75円 

資本組入額  38円

発行価格   75円 

資本組入額  38円

新株予約権の行使の条件 (注)１ (注)１

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)２ (注)２

代用払込みに関する事項 ─ ─

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 

関する事項
─ ─

調整後行使価額 ＝
既発行株式数 × 調整前行使価額 ＋ 新発行株式数 × １株当たり払込金額

既発行株式数 ＋ 新発行株式数



(平成14年８月９日臨時株主総会特別決議) 

 
(注) １．新株予約権の行使の条件 

 (1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」)は、新株予約権の行使時において、当社または当

社の子会社の役員、執行役員または従業員の何れかの地位、あるいは当社または当社の子会社との間の契

約に基づく契約社員の地位を有していることを要する。 

 (2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認める。 

 (3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を認めない。 

 (4) 平成18年３月25日迄に行使できる新株予約権の数は、付与を受けた数の50％を上限とする。 

 (5) その他の条件については、臨時株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との

間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

２．新株予約権の譲渡に関する事項 

     新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 

３．当初は、新株予約権１個につき普通株式500株。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式

により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で

行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数

については、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

４．行使価額は、当社が株式分割等によりこの行使価額を下回る価額による新株の発行を行う場合(ただし、新株

予約権(第１回無担保社債(新株引受権付)の新株引受権、第２回無担保社債(新株引受権付)の新株引受権、第

３回無担保社債(新株引受権付)の新株引受権を含む)の行使による場合を除く)または自己株式の処分を行う

場合は、次の算式(コンバージョン・プライス方式)により調整される。調整により生ずる１円未満の端数は

切り上げる。 

 
５．平成15年８月31日付、及び平成17年９月20日付をもって、１株を２株とする株式分割を行っているため、各

数値の調整を行っております。 

６．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、付与対象者の退職等により付与対象でなくなった

新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。 

第２回新株予約権(平成15年４月10日付与)
事業年度末現在 

(平成19年３月31日)

提出日の前月末現在 

(平成19年５月31日)

新株予約権の数 20個 20個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 40,000株 40,000株

新株予約権の行使時の払込金額 75円 75円

新株予約権の行使期間
平成17年４月１日から 

平成24年６月29日まで

平成17年４月１日から 

平成24年６月29日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   75円 

資本組入額  38円

発行価格   75円 

資本組入額  38円

新株予約権の行使の条件 (注)１ (注)１

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)２ (注)２

代用払込みに関する事項 ─ ─

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 

関する事項
─ ─

調整後行使価額 ＝
既発行株式数 × 調整前行使価額 ＋ 新発行株式数 × １株当り払込金額

既発行株式数 ＋ 新発行株式数



(平成17年２月４日臨時株主総会特別決議) 

 
(注) １．新株予約権の行使の条件 

(1) 当社の取締役または執行役員で新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」）は、新株予約権

の行使時においても、当社または当社の子会社の役員、執行役員または従業員の何れかの地位、あるいは

当社または当社の子会社との間の契約に基づく契約社員の地位を有していることを要し、かつ行使期間中

いずれの地位にも該当しない期間がある場合には行使出来ない。ただし、任期満了による退任、定年退職

その他これに準ずる正当な理由があると当社の取締役会にて認められた場合はこの限りではない。 

(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認める。 

(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分を認めない。 

(4) その他の条件については、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で

締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

２．新株予約権の譲渡に関する事項 

  新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 

３．当初は、新株予約権１個につき普通株式100株。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式

により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で

行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数

については、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

４．当社が時価を下回る価額で新株を発行(ただし、新株予約権の行使、「商法等の一部を改正する法律」（平成

13年法律第128号）の施行前の商法第341条ノ８の規定に基づく新株引受権付社債にかかる新株引受権の行使

による場合を除く)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生ずる１円未満

の端数は切り上げる。 

 
  

５．新株予約権の消却事由及び条件 

第３回新株予約権(平成17年２月４日付与)
事業年度末現在 

(平成19年３月31日)

提出日の前月末現在 

(平成19年５月31日)

新株予約権の数 2,630個 2,630個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 526,000株 526,000株

新株予約権の行使時の払込金額 405円 405円

新株予約権の行使期間
平成19年３月１日から 

平成27年１月31日まで

平成19年３月１日から 

平成27年１月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   405円 

資本組入額  203円

発行価格   405円 

資本組入額  203円

新株予約権の行使の条件 (注)１ (注)１

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)２ (注)２

代用払込みに関する事項 ─ ─

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 

関する事項
─ ─

 

調整後 

行使価額 

 

＝

 

調整前 

行使価額 

 

×

既発行株式数＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数



(1) 新株予約権者が上記１に定める規定により、権利を行使できる条件に該当しなくなったため行使できなく

なった場合、当該新株予約権については取締役会の決議をもって無償でこれを消却することができる。 

(2) 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案

または株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で消却することがで

きる。 

(3) 当社はいつでも新株予約権を買入れまたは取得しこれを無償で消却することができる。 

６．有利な条件の内容 

 当社の取締役または執行役員の地位を有する者に新株予約権を無償で発行した。 

７．行使価額は、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調

整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。 

 
８．平成17年９月20日付をもって、１株を２株とする株式分割を行っているため、各数値の調整を行っている。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

    該当事項はありません。 

 
  

 
調整後 
行使価額 

 
＝

 
調整前 
行使価額 

 
×

１

分割・併合の割合



(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
(注) １．有償第三者割当 

    発行価格   245円 

    資本組入額  245円 

  割当先は、明豊従業員持株会です。 

２．第１回無担保社債(新株引受権付)にかかる新株引受権の行使 

    発行価格   200円 

    資本組入額  100円 

    新株引受権の資本準備金組入額 

          740千円 

  行使者は、株式会社サカタホールディングス等８名です。 

３．有償第三者割当 

    発行価格   500円 

    資本組入額  400円 

  割当先は、株式会社ＵＦＪキャピタル等10名です。 

４．株式分割(１：２) 

  平成15年８月８日開催の取締役会決議により、平成15年８月30日 終の株主名簿に記載または記録された株

主の所有株式数を１株につき２株の割合をもって分割しております。 

５．有償一般募集(ブックビルディング方式) 

    発行価格   530円 

    引受価額 498円20銭 

    発行価額   383円 

    資本組入額  199円 

６．新株引受権の権利行使による増加であります。 

７．新株予約権の権利行使による増加であります。 

８．株式分割(１：２) 

  平成17年９月20日に、平成17年７月31日 終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対

し、所有株式数を１株につき２株の割合をもって分割しております。 

９．新株予約権の権利行使による増加であります。 

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成14年８月30日 
(注)１

50,000 1,449,000 12,250 112,050 ― ―

平成15年３月28日 
(注)２

370,000 1,819,000 37,000 149,050 37,740 37,740

平成15年５月21日 
(注)３

494,000 2,313,000 197,600 346,650 49,400 87,140

平成15年８月31日 
(注)４

2,313,000 4,626,000 ― 346,650 ― 87,140

平成16年２月19日 
(注)５

650,000 5,276,000 129,350 476,000 194,480 281,620

平成16年４月１日～ 
平成17年３月31日 
(注)６

870,500 6,146,500 43,525 519,525 44,395 326,015

平成17年４月１日～ 
平成17年８月31日 
（注）７

35,000 6,181,500 2,551 522,076 2,549 328,564

平成17年９月20日 
（注）８

6,179,500 12,361,000 ― 522,076 ― 328,564

平成17年12月１日～ 
平成18年３月31日 
（注）９

150,000 12,511,000 5,700 527,776 5,550 334,114

平成18年3月27日 
（注）10

110,000 12,621,000 2,750 530,526 2,805 336,919

平成18年８月１日～ 
平成19年12月31日 
（注）11

18,000 12,639,000 684 531,210 666 337,585

平成18年12月１日～ 
平成19年３月31日 
（注）12

12,000 12,651,000 300 531,510 306 337,891



10. 新株引受権の権利行使による増加であります。 

11. 新株予約権の権利行使による増加であります。 

12. 新株引受権の権利行使による増加であります。 

  

  

(5) 【所有者別状況】 

(平成19年３月31日現在) 

 
（注）１. 自己株式 212,300株は、「個人その他」に 2,123単元含まれております。 

  ２. 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の名義書換失念株式が 4単元含まれております。 

  

  

  

  

  

  

  

  

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び 
地方公共 
団体

金融機関 証券会社
その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数 
(人)

─ 10 12 12 15 6 1,559 1,614 ─

所有株式数 
(単元)

─ 28,249 485 35,556 10,003 738 51,478 126,509 100

所有株式数 
の割合(％)

─ 22.33 0.38 28.11 7.91 0.58 40.69 100.00 ─



(6) 【大株主の状況】 

(平成19年３月31日現在) 

 
（注） 上記の持株数のうち信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口）         1,568,000株 

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口）        656,200株 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数 

(千株)

発行済株式 

総数に対する 

所有株式数 

の割合(％)

㈱サカタホールディングス 東京都目黒区東が丘2-1-15 3,460  27.35

日本マスタートラスト信託銀行㈱ 

（信託口）
東京都港区浜松町2-11-3 1,568  12.39

日本トラスティ・サービス信託銀

行㈱（信託口）
東京都中央区晴海1-8-11 656  5.19

坂田 明 東京都目黒区 587  4.64

坂田 紀美子 東京都目黒区 420  3.32

松村 孝一 東京都八王子市 360  2.85

明豊従業員持株会 東京都千代田区麹町5-4 317 2.51

ステートストリートバンクアンド

トラストカンパニー
東京都中央区日本橋兜町6-7 285 2.26

野村 勝朗 神奈川県川崎市 250 1.98

ドイチェバンクアーゲーロンドン

ピービーノントリティークライア

ンツ

東京都千代田区永田町2-11-1 236 1.87

計 ― 8,141  64.35



(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

(平成19年３月31日現在) 

 
（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の失念株式が 400株（議決権4個）が含まれてお

ります。 

② 【自己株式等】 

(平成19年３月31日現在) 

 
  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）    

普通株式 212,300
― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 12,438,600 124,386
株主としての権利内容に制限
のない、標準となる株式

単元未満株式 普通株式 100 ― ―

発行済株式総数 12,651,000 ― ―

総株主の議決権 ― 124,386 ―

 

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

（自己保有株式） 
明豊ファシリティワーク
ス株式会社

東京都千代田区麹町 
５－４

212,300 ─ 212,300 1.68

計 ― 212,300 ─ 212,300 1.68



(8) 【ストックオプション制度の内容】 

当社はストックオプション制度を採用しております。 

①旧商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づく特別決議による新株予約権の発行によるもの 

   （平成14年８月９日臨時株主総会決議） 

 
  

  

②旧商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づく特別決議による新株予約権の発行によるもの 

   （平成17年２月４日臨時株主総会決議） 

 
  

決議年月日 平成14年８月９日

付与対象者の区分及び人数 取締役３名及び執行役員１名、従業員28名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上

決議年月日 平成17年２月４日

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役５名及び執行役員１名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上



③会社法に基づき、決議されたものであります。当該制度の内容は、次のとおりであります。 

   （平成19年６月27日定時株主総会決議） 

 
（注）１.決議年月日 

    平成19年６月27日定時株主総会及び、その後の取締役会で決議するものとする。 

   ２.付与対象者の区分及び人数 

     当社の執行役員及び従業員が付与対象者であります。 

     対象者の人数につきましては、その後の取締役会により定めるものとする。 

   ３.株式の数 

     500,000株を上限として、その後の取締役会により定めるものとする。 

     なお、当社が株式分割（株式の無償割当を含む。以下同じ）または、株式併合を行う場合、 次の計算式に 

     より目的となる株式数の調整をするものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使 

         されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数につい 

         ては、これを切り捨てるものとする。  

      

     調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

      

     また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場 

     合、又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は合理的な範囲内で必要と認め 

     る株式の数の調整を行う。 

   ４.新株予約権の行使時の払込金額  

     新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その新株予約権１個あたりの価額は、次により決定 

         される新株予約権の行使に際して交付を受けることができる株式１株当たりの払い込み金額（以下「行使金 

         額」という。）に１００を乗じた金額とする。 

     行使価額は、新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の属する月の前月の各日（取引が成立して 

     いない日を除く）におけるジャスダック証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（１円  

     未満の端数は切り上げ）に１．０５を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）とする。  

     ただし、当該金額が新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の終値（取引が成立しない場合はそ  

     れに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、当該終値とする。  

     なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整  

決議年月日 （注）１

付与対象者の区分及び人数 （注）２

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数（株） （注）３

新株予約権の行使時の払込金額 （注）４

新株予約権の行使期間 平成22年７月１日から平成29年６月15日まで

新株予約権の行使の条件 （注）５

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）６

代用払込みに関する事項 ─

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─



     し、調整による１円未満の端数は切り上げる。  

                        

                        １  

     調整後行使価額＝調整前行使価額×────────  

                     分割・併合の割合  

 

   ５.新株予約権の行使の条件 

   (1)新株予約権者は、新株予約権行使時においても、当社または当社の子会社の役員、執行役員または従業員の 

         何れかの地位を有していることを要し、かつ行使期間中何れの地位にも該当しない期間がある場合には行使 

         できない。ただし、任期満了による役員の退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由があると当社取締 

         役会にて認められた場合はこの限りではない。 

      (2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認める。 

    (3)新株予約権の質入その他の担保設定を認めない。 

   (4)その他の条件については、株主総会および新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議に基づき、当社 

         と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めることによる。    

  ６.新株予約権の譲渡に関する事項 

    譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 

    ただし、租税特別措置法の優遇措置を受ける場合には、新株予約権を譲渡することができない。 

  



④会社法に基づき、決議されたものであります。当該制度の内容は、次のとおりであります。 

   （平成19年６月27日定時株主総会決議） 

 
（注）１.株式の数 

     150,000株とする。 

     なお、当社が株式分割（株式の無償割当を含む。以下同じ）または、株式併合を行う場合、次の計算式によ 

         り目的となる株式数の調整をするものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使さ 

         れていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数につい 

     ては、これを切り捨てるものとする。 

     

     調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率  

       

     また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、  

     又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は合理的な範囲内で必要と認める株  

     式の数の調整を行う。  

  

   ２.新株予約権の行使時の払込金額 

     新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その新株予約権１個当りの価額は、次により決定さ 

     れる新株予約権の行使に際して交付を受けることができる株式１株当りの払込金額（以下「行使金額」と 

         いう。）に１００を乗じた金額とする。 

         行使価額は、新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の属する月の前月の各日（取引が成立して 

     いない日を除く）におけるジャスダック証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（１円 

     未満の端数は切り上げ）に１．０５を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）とする。 

     ただし、当該金額が新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議日の終値（取引が成立しない場合はそ 

     れに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、当該終値とする。 

     なお、当該終値による算出について、有価証券報告書提出時までに行うことが困難なため、行使金額の記載 

     をしておりません。 

     新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整に 

         よる１円未満の端数は切り上げる。 

                       

決議年月日 平成19年６月27日

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役５名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数（株） （注）１

新株予約権の行使時の払込金額 （注）２

新株予約権の行使期間 平成22年７月１日から平成29年６月15日まで

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４

代用払込みに関する事項 ─

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─



                        １ 

     調整後行使価額＝調整前行使価額×──────── 

                     分割・併合の割合 

 

   ３.新株予約権の行使の条件 

   (1)新株予約権者は、新株予約権行使時においても、当社または当社の子会社の役員、執行役員または従業員の 

         何れかの地位を有していることを要し、かつ行使期間中何れの地位にも該当しない期間がある場合には行使 

         できない。ただし、任期満了による役員の退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由があると当社取締 

         役会にて認められた場合はこの限りではない。 

      (2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を認める。 

    (3)新株予約権の質入その他の担保設定を認めない。 

   (4)その他の条件については、株主総会および新株予約権の募集事項を定める当社取締役会決議に基づき、当社 

         と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めることによる。    

    ４.新株予約権の譲渡に関する事項 

      譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 

      ただし、租税特別措置法の優遇措置を受ける場合には、新株予約権を譲渡することができない。 

  



２ 【自己株式の取得等の状況】 

 
会社法第155条第３号による普通株の取得 

     (1）【株主総会決議による取得の状況】 

       該当事項はありません。 

  

   (2) 【取締役会決議による取得の状況】 

  

 
  

 
  

   (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

       該当事項はありません。 

  

   【株式の種類等】

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

取締役会(平成18年11月15日)での決議状況 
(取得期間平成18年12月１日～平成18年12月29日)

200,000 50,000,000

当事業年度前における取得自己株式 ─ ─

当事業年度における取得自己株式 107,900 25,109,900

残存決議株式の総数及び価額の総額 92,100 24,890,100

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 46.05 49.78

当期間における取得自己株式 ─ ─

提出日現在の未行使割合(％) 46.05 49.78

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

取締役会(平成18年12月20日)での決議状況 
(取得期間平成19年１月４日～平成19年２月９日)

200,000 50,000,000

当事業年度前における取得自己株式 ─ ─

当事業年度における取得自己株式 78,000 17,958,200

残存決議株式の総数及び価額の総額 122,000 32,041,800

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 61.00 64.08

当期間における取得自己株式 ─ ─

提出日現在の未行使割合(％) 61.00 64.08



   (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

 
  

区分 当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（千円）
株式数（株）

処分価額の総額 
（千円）

引き受ける者の募集を

行った取得自己株式 ─ ─ ─ ─

消却の処分を行った取得

自己株式 ─ ─ ─ ─

合併、株式交換、会社分割

に係る移転を行った取得自己株
式

─ ─ ─ ─

その他 ─ ─ ─ ─

保有自己株式数 212,300 ─ 212,300 ─



３ 【配当政策】 

利益処分につきましては、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定的かつ

継続的に配当を実施することを基本方針とし、併せて、業績の伸びに応じた配当を行うため、配当性向（１株当

たり配当金÷期末発行株式数に基づく１株当たり当期純利益×100により計算したもの）を約30％と定めておりま

す。 

 内部留保資金につきましては、将来の事業展開と今後予想される経営環境の変化に対応するために必要な資金

を確保しつつ、財務体質強化による顧客向けサービスの向上に努めたいと考えております。 

 当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としております。期末配当の決定機関は、株主総会

であります。 

 当期の利益配当金につきましては、安定的かつ継続的な配当の他、株主の皆様の期待に応えるべく１株につき５

円50銭とさせていただきました。  

 当社は、会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定めております。 

 なお、当会計年度は中間配当について取締役会決議を行っておりません。 

 当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。 

 
４ 【株価の推移】 

(1) 【 近５年間の事業年度別 高・ 低株価】 

 
(注)１． 高・ 低株価は、平成16年12月13日よりジャスダック証券取引所におけるものであり、それ以前は日本証

券業協会の公表のものであります。なお、第25期の事業年度別 高・ 低株価のうち、（※１）は日本証券

業協会公表のものであります。 

２．当社株式は、平成16年２月19日から日本証券業協会に店頭登録されております。それ以前の株価については

該当はありません。 

３．（※２）は、株式分割による権利落後の株価であります。 

(2) 【 近６月間の月別 高・ 低株価】 

  

 
(注)１． 高・ 低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

決議年月日 配当金の総額 １株当たり配当額

（百万円） （円）

平成19年６月27日定時
株主総会決議

68 5.5

回次 第23期 第24期 第25期 第26期 第27期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

高(円) ― 700
878

（※１）955
1,020

（※２）502
393

低(円) ― 559
710

（※１）573
815

（※２）311
195

月別 平成18年10月 11月 12月 平成19年１月 ２月 ３月

高(円) 234 228 251 239 262 240

低(円) 195 205 211 218 214 221



５ 【役員の状況】 

  

 
  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

取締役 
会長

― 坂 田   明 昭和17年７月30日

昭和40年４月 栗田工業株式会社 入社

（注）2 587

昭和55年４月 同社 退社

昭和55年９月 明豊産業株式会社(現明豊ファシ

リティワークス株式会社)設立 

代表取締役社長就任

昭和62年３月 当社 代表取締役社長 退任

昭和63年３月 当社 代表取締役社長 就任

平成18年６月 当社 代表取締役会長 就任

平成19年６月 当社 取締役会長 就任 

現在に至る

代表取締役 
社長

― 大 見 和 敏 昭和28年２月18日

平成16年12月 

平成17年２月 

平成18年６月

当社入社 執行役員専務 

専務取締役 就任 

代表取締役社長 就任 

現在に至る

（注）2  31 

常務取締役
マーケティ
ング部長

大 貫   美 昭和39年６月12日

平成９年７月 当社入社 マーケティング部課長

（注）2 52

平成14年10月 マーケティング部長

平成15年６月 執行役員マーケティング部長

平成15年10月 取締役マーケティング部長兼執行

役員(マーケティング部担当) 就

任

平成18年６月 常務取締役 就任

現在に至る

取締役 技術部長 小 松 信 弘 昭和20年４月19日

平成４年11月 当社入社 建設部長

（注）2 93

平成７年５月 取締役技術部長 就任

平成15年６月 取締役技術部長兼執行役員(技術

部担当)

現在に至る

取締役
プロジェク
トマネジメ
ント部長

竹 下   仁 昭和35年９月７日

平成２年２月 当社入社

（注）2 70

平成14年12月 取締役クライアントエージェント

部長 就任

平成15年６月 

 

 

平成17年４月

取締役クライアントエージェント

部長兼執行役員(クライアントエ

ージェント部担当) 

取締役プロジェクトマネジメント

１部長兼執行役員（プロジェクト

マネジメント１部担当）

平成18年４月 取締役プロジェクトマネジメント

部長兼執行役員

現在に至る

取締役
経営企画部
長

大 島 和 男 昭和41年12月18日

平成12年12月 当社入社 企画部課長

（注）2 31

平成13年12月 企画部次長

平成15年４月 経営企画部長

平成15年６月 執行役員経営企画部長

平成16年６月 取締役経営企画部長兼執行役員

（経営企画部担当）就任

現在に至る

常勤監査役 ― 石 井 雅 裕 昭和18年２月10日

昭和40年４月 栗田工業株式会社 入社

（注）3 48

平成９年６月 同社 取締役

平成13年６月 同社 常任理事

平成16年６月 同社 退社

平成16年７月 有限会社スターライト設立    

代表取締役社長就任

平成18年６月 同社 代表取締役社長 退任

平成18年６月 当社常勤監査役就任

現在に至る



 
(注)  １．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており 

  ます。執行役員は、上記３名(技術部長 小松信弘、プロジェクトマネジメント部長 竹下仁、経営企 

  画部長 大島和男)に加え、ストラテジック ワークス スタジオ部長 山田貫作、ＦＭコンサルティン 

  グ部長 古阪幸代、デザイン部長 柴田稔生の計６名で構成されております。 

   ２．取締役の任期は、平成19年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成21年３月期に係る定時株主総会 

 終結の時までであります。 

   ３．監査役の石井雅裕、平野忠雄の任期は、平成18年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成22年３月 

 期に係る定時株主総会の時までであります。 

   ４．平成19年３月期に係る定時株主総会の時から平成23年３月期に係る定時株主総会の時までであります。 

    ５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者１名を選任しておりま 

  す。監査役補欠者の略歴は次のとおりであります。 

 
    （注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

監査役 ― 平 野 忠 雄 昭和17年９月27日

昭和41年４月 三菱商事株式会社 入社

（注）3 ―

平成10年２月 同社 退社

平成10年３月 ドイツテレコム株式会社 入社

平成12年１月 同社 副社長

平成13年12月 同社 退社

平成14年10月 ＳＡＰジャパン株式会社   

常勤監査役 就任

平成17年４月 同社 内部監査室長

平成17年９月 同社 退社

平成17年10月 シーイージャパン株式会社

代表取締役社長

平成18年６月 当社監査役就任

現在に至る

監査役 ― 神 尾 洋 一 郎 昭和16年８月18日

昭和39年４月 三菱商事株式会社 入社

（注）4 ―

昭和55年３月 同社ヨハネブルグ支店駐在

平成４年４月 同社より出向

平成12年１月 （米国）エンターテイメント・デ

ザイン・インターナショナル社代

表取締役社長

平成７年11月 同社より出向

株式会社エイブル・フェローズ 

取締役紹介事業本部長

平成13年11月 株式会社キャリア・トウワン常務

取締役

平成19年６月 当社監査役就任

現在に至る

計 915

氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

小 峰  尚 昭和30年３月７日

昭和53年４月 日産自動車株式会社 入社

―

平成11年４月 同社 退社

平成11年５月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイ

ツ・ジャパン・インク 入社

平成16年７月 同社 退社 （注）

平成16年８月 有限会社ポトマックアソシエイツ

（現 株式会社ポトマックアソシエ

イツ）代表取締役

平成18年６月 当社補欠監査役就任

現在に至る



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

当社は、「透明性」「フェアネス」の理念にもとづき、健全で透明度が高く、環境の変化に迅速かつ的確な対応

ができる経営体制や経営システムを確立することが当社のコーポレート・ガバナンスに関する取り組みの基本的な

考え方であり、経営上の最も重要な課題のひとつと位置付けております。このような視点に立ち、タイムリーなデ

ィスクロージャーを重視し、情報提供の即時性、公平性を図るとともに、機能的なＩＲ活動に努めてまいります。 

(1)会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

  

 

（注）当社は、顧問弁護士等との顧問契約に基づき、必要に応じ適宜アドバイスを受けております。 

  

①取締役、取締役会、執行役員 

当社は、現在の経営規模と経営体制に鑑み、監査役設置会社形態を採用しており、監督と執行の分離を進めて

いく体制として、執行役員制度を平成15年６月27日より導入しております。現在の経営体制は、取締役３名と取

締役兼執行役員３名、執行役員３名であります。（平成19年６月27日現在） 

②監査役会 

当社の監査役は３名であり、内２名が社外監査役であります。監査役会が設置されており、監査役に専任のス

タッフは配置されておりませんが、内部監査室と連携し活動しております。 

また、監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。（平成19年６月27日

現在） 

③会計監査 

当社は、会社法に基づく会計監査及び証券取引法に基づく会計監査にあらた監査法人を起用しておりますが、

同監査法人又は業務執行社員と当社の間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。 

 当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりであり



ます。 

・業務を執行した公認会計士の氏名 

  代表社員 業務執行社員：大野  功 

       業務執行社員：田邊 晴康 

・会計監査業務に係る補助者の構成 

公認会計士 １名、会計士補 １名 その他６名 

④内部監査室 

当社は、代表取締役社長の直属組織として内部監査室を設置しており、その人員は１名であります。内部監査

計画を立案し、代表取締役社長の承認を得た内部監査計画に基づき内部監査を実施しております。必要に応じて

監査役と相互に連携し、当社の健全性等を確保しております。 

⑤事業推進会議 

当社は、会社の業務遂行に関する重要事項について、個別経営課題の協議の場として、取締役、執行役員、部

門長によって構成される事業推進会議を定期的に開催しております。ここでは、各経営課題や業務執行について

実務的な検討が行われ、経営の迅速な意思決定を支えております。その運営内容につきましては監査役が適宜出

席し、確認を行っております。 

  

(2)会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

該当事項はありません。 

  

(3)会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた最近１年間における実施状況 

①当期における取締役会の開催は、臨時取締役会を含め16回であります。 

②監査役会は、原則として取締役会終了後開催されております。 

③事業推進会議は、原則として毎月第２、第４金曜日に開催しております。 

④監査法人は、会計監査の概要を取締役及び監査役へ報告しております。 

  

(4)役員報酬の内容 

   取締役及び監査役に支払った報酬 

    取締役 ６名   72,232千円（当社には社外取締役はありません。） 

    監査役 ３名   16,320千円（うち社外監査役 ２名 6,040千円） 

  

(5)監査報酬の内容 

   公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬8,700千円 

  上記以外の業務に基づく報酬はありません。 

  

  (6)自己株式の取得の内容 

       当社は、自己株の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸政策を機 

      動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決 

      議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。 

  

  (7)剰余金の配当の内容 

    当社は、中間配当金については、毎年９月30日の株主名簿に記載または記録された株主ま 

   たは登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当を行うことができる旨定款で定めて 



   おります。 

  



第５ 【経理の状況】 

  

１．財務諸表の作成方法について 

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)第２条の規定に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)によ

り作成しております。 

  なお、前事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)の財

務諸表については、中央青山監査法人（現みすず監査法人）による監査を受け、当事業年度(平成18年４月１日から

平成19年３月31日まで)の財務諸表については、あらた監査法人による監査を受けております。 

なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。 

   前会計期間：中央青山監査法人（現みすず監査法人） 

   当会計期間：あらた監査法人 

  

３．連結財務諸表について 

当社は、子会社を有していないため、連結財務諸表を作成しておりません。 

  



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

 
  

前事業年度
(平成18年３月31日)

当事業年度 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １．現金及び預金 1,267,742 474,934

 ２．受取手形 238,702 5,152

 ３．完成工事未収入金 707,513 834,342

 ４．売掛金 15,173 13,319

 ５．有価証券 ─ 895,579

 ６．未成工事支出金 306,782 136,821

 ７．前払費用 24,190 27,995

 ８．繰延税金資産 41,581 59,159

 ９．未収入金 2,492 3,800

 10．その他 550 265

    貸倒引当金 △3,689 △ 3,150

  流動資産合計 2,601,041 89.7 2,448,220 86.4

Ⅱ 固定資産

 １．有形固定資産

  (1) 建物 41,583 64,954

    減価償却累計額 27,269 14,313 32,164 32,789

  (2) 工具器具・備品 49,862 49,867

    減価償却累計額 38,677 11,185 33,230 16,637

    有形固定資産計 25,499 0.9 49,426 1.7

 ２．無形固定資産

  (1) 商標権 ─ 318

  (2) ソフトウェア 16,429 14,170

  (3) 電話加入権 1,428 1,467

   無形固定資産計 17,858 0.6 15,956 0.6

 ３．投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 25,780 48,716

  (2) 長期前払費用 48,709 56,434

  (3) 繰延税金資産 88,686 94,138

  (4) 敷金 53,160 80,836

  (5) 差入保証金 39,242 39,472

   投資その他の資産計 255,579 8.8 319,599 11.3

  固定資産合計 298,936 10.3 384,982 13.6

  資産合計 2,899,977 100.0 2,833,202 100.0



 
  

前事業年度
(平成18年３月31日)

当事業年度 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １．工事未払金 687,168 447,128

 ２．買掛金 31,633 15,955

 ３．未払費用 61,921 66,888

 ４．未払法人税等 42,870 131,749

 ５．未成工事受入金 139,966 15,969

 ６．預り金 19,579 27,271

 ７．未払配当金 685 1,188

 ８．未払消費税等 ― 44,729

 ９. 未払事業所税 2,806 3,124

 10．賞与引当金 79,390 103,155

 11．その他 13 9,565

  流動負債合計 1,066,035 36.8 866,724 30.6

Ⅱ 固定負債

 １．退職給付引当金 81,641 78,727

 ２．役員退職慰労引当金 133,525 145,977

 ３．その他 ― 4,505

  固定負債合計 215,166 7.4 229,209 8.1

  負債合計 1,281,202 44.2 1,095,934 38.7

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※1 530,526 18.3 ― ―

Ⅱ 資本剰余金

 １．資本準備金 336,919 ―

   資本剰余金合計 336,919 11.6 ― ―

Ⅲ 利益剰余金

 １．利益準備金 6,159 ―

 ２．任意積立金

  (1) 特別償却準備金 4,527 ―

  (2) 別途積立金 300,000 ―

 ３．当期未処分利益 450,942 ―

   利益剰余金合計 761,629 26.3 ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金 85 0.0 ― ―

Ⅴ 自己株式 ※2 △ 10,385 △0.4 ― ―

  資本合計 1,618,774 55.8 ― ―

  負債資本合計 2,899,977 100.0 ― ―



 
  

前事業年度
(平成18年３月31日)

当事業年度 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １．資本金 ― ― 531,510 18.8

 ２．資本剰余金

  (1) 資本準備金 ― 337,891

   資本剰余金合計 ― ― 337,891 11.9

 ３．利益剰余金

  (1) 利益準備金 ― 6,159

  (2) その他利益剰余金

    特別償却準備金 ─ 1,509

    別途積立金 ― 300,000

    繰越利益剰余金 ― 613,714

   利益剰余金合計 ― ― 921,383 32.5

 ４．自己株式 ― ― △ 53,453 △ 1.9

  株主資本合計 ― ― 1,737,332 61.3

Ⅱ 評価・換算差額等

 １．その他有価証券評価 
   差額金

― ― △ 72 0.0

  評価・換算差額等合計 ― ― △ 72 0.0

Ⅲ 新株予約権 ― ― 7 0.0

  純資産合計 ― ― 1,737,267 61.3

  負債純資産合計 ― ― 2,833,202 100.0



② 【損益計算書】 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日)

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高

 １．完成工事高 4,500,174 3,670,407

 ２．マネジメントサービス料 
   収入

1,042,621 1,603,008

 ３．その他売上高 108,091 5,650,886 100.0 98,561 5,371,977 100.0

Ⅱ 売上原価

 １．完成工事原価 4,038,436 3,297,314

 ２．マネジメントサービス料 
   原価

556,015 816,320

 ３．その他売上原価 95,893 4,690,345 83.0 86,631 4,200,266 78.2

   売上総利益

    完成工事総利益 461,737 373,092

    マネジメント 
    サービス料総利益

486,605 786,688

    その他売上総利益 12,198 960,541 17.0 11,930 1,171,710 21.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １．役員報酬 70,970 88,553

 ２．従業員給与手当 310,347 350,556

 ３．役員退職慰労引当金 
   繰入額

12,208 14,085

 ４．退職給付費用 9,267 9,701

 ５．法定福利費 39,898 47,028

 ６．福利厚生費 2,587 3,358

 ７．修繕維持費 9,988 11,441

 ８．事務用品費 33,701 54,058

 ９．通信交通費 16,811 17,532

 10．動力用水光熱費 1,978 2,688

 11．広告宣伝費 7,620 4,081

 12．貸倒引当金繰入額 168 ─

 13．交際費 2,887 3,635

 14．寄付金 100 ─

 15．地代家賃 26,890 33,175

 16．減価償却費 4,136 4,864

 17．租税公課 15,318 16,544

 18．保険料 18,750 17,938

 19．販売手数料 19,229 1,346

 20．雑費 103,008 705,870 12.5 101,692 782,282 14.6

   営業利益 254,671 4.5 389,427 7.2



 
  

  

  

前事業年度
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅳ 営業外収益

 １．受取利息 485 457

 ２．有価証券利息 ─ 2,019

 ３．金利スワップ評価益 3,878 ─

 ４．保険給付金による収入 ─ 5,040

 ５．その他営業外収益 304 4,668 0.1 362 7,879 0.1

Ⅴ 営業外費用

 １．支払利息 5,333 ─

 ２．新株発行費償却 1,331 ─

 ３．株式交付費 ─ 816

 ４．投資事業組合投資損失 4,462 1,798

 ５．自己株式取得費用 120 474

 ６．その他営業外費用 6 11,255 0.2 ─ 3,089 0.0

   経常利益 248,084 4.4 394,218 7.3

Ⅵ 特別利益

 １．役員保険解約返戻金 4,203 4,203 0.1 ─ ─

Ⅶ 特別損失

 １．固定資産除却損 ※１ ― ― 1,104 1,104 0.0

   税引前当期純利益 252,287 4.5 393,113 7.3

   法人税、住民税及び 
   事業税

115,840 187,012

   法人税等調整額 △11,507 104,333 1.9 △ 22,923 164,089 3.0

   当期純利益 147,954 2.6 229,024 4.3

   前期繰越利益 302,987 ―

   当期未処分利益 450,942 ―



完成工事原価報告書 

  

 

 
  

マネジメントサービス料原価報告書 

  

 

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比 
(％)

Ⅰ 材料費 466,111 11.5 266,808 8.1

Ⅱ 労務費 517,736 12.8 432,923 13.1

Ⅲ 外注費 2,921,824 72.4 2,536,146 76.9

Ⅳ 経費 132,763 3.3 61,437 1.9

  (うち人件費) (73,645) (1.8) (45,906) (1.4)

計 4,038,436 100.0 3,297,314 100.0

 

原価計算の方法 原価計算の方法

原価計算の方法は、個別原価計算

であり、期中は予定原価を用い、原

価差額は原則として売上原価に賦課

しております。

同左

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比 
(％)

Ⅰ 労務費 323,831 58.2 517,907 63.4

Ⅱ 外注費 18,848 3.4 116,862 14.3

Ⅲ 経費等 213,334 38.4 181,550 22.3

  (うち人件費) (75,291) (13.5) (129,960) (15.9)

計 556,015 100.0 816,320 100.0

原価計算の方法 原価計算の方法

原価計算の方法は、個別原価計算

であり、期中は予定原価を用い、原

価差額は原則として売上原価に賦課

しております。

同左



③ 【株主資本等変動計算書】 

当事業年度(自 平成18年４月１日  至 平成19年３月31日) 

  

   

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金

平成18年３月31日残高(千円) 530,526 336,919

事業年度中の変動額

 新株の発行 984 972

 特別償却準備金の取崩額(注)

 特別償却準備金の取崩額

 剰余金の配当(注)

 当期純利益

 自己株式の取得

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(千円) 984 972

平成19年３月31日残高(千円) 531,510 337,891

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合

計特別償却準備
金

別途積立金
繰越利益剰余

金

平成18年３月31日残高(千円) 6,159 4,527 300,000 450,942 761,629 △ 10,385 1,618,689

事業年度中の変動額

 新株の発行 1,956

 特別償却準備金の取崩額(注) △ 1,509 1,509 ─ ─

 特別償却準備金の取崩額 △ 1,509 1,509 ─ ─

 剰余金の配当(注) △ 69,270 △ 69,270 △ 69,270

 当期純利益 229,024 229,024 229,024

 自己株式の取得 △ 43,068 △ 43,068

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(千円) ─ △ 3,018 ─ 162,772 159,754 △ 43,068 118,643

平成19年３月31日残高(千円) 6,159 1,509 300,000 613,714 921,383 △ 53,453 1,737,332



  

 
 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

評価・換算差額
等

新株予約権 純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

平成18年３月31日残高(千円) 85 13 1,618,788

事業年度中の変動額

 新株の発行 1,956

 特別償却準備金の取崩額(注) ─

 特別償却準備金の取崩額 ─

 剰余金の配当(注) △ 69,270

 当期純利益 229,024

 自己株式の取得 △ 43,068

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△ 157 △ 6 △ 163

事業年度中の変動額合計(千円) △ 157 △ 6 118,479

平成19年３月31日残高(千円) △ 72 7 1,737,267



④ 【キャッシュ・フロー計算書】 

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前当期純利益 252,287 393,113

   減価償却費 13,884 16,327

   貸倒引当金の増減額(減少：△) 168 △ 539

   賞与引当金の増減額(減少：△) △2,490 23,765

   退職給付引当金の増減額(減少：△) 22,075 △ 2,914

   役員退職慰労引当金の増減額(減少：△) 12,208 12,452

   受取利息 △485 △ 457

   有価証券利息 ─ △ 2,019

   投資事業組合投資損失 4,462 1,798

   新株発行費償却 1,331 ─

   株式交付費 ─ 816

   金利スワップ評価損益（益：△） △3,878 ─

   支払利息 5,333 ─

   自己株式取得費用 120 474

   有形固定資産除却損 ― 1,104

   役員保険解約返戻金 △4,203 ─

   売上債権の増減額(増加：△) △249,533 108,575

   未成工事支出金の増減額(増加：△) △211,213 169,961

   その他流動資産の増減額(増加：△) 83 △ 4,729

   仕入債務の増減額(減少：△) △110,645 △ 255,718

   未成工事受入金の増減額(減少：△) 96,216 △ 123,996

   その他流動負債の増減額(減少：△) 5,238 67,271

   その他固定負債の増減額(減少：△) ─ 4,505

   その他 7,029 8,208

    小計 △162,009 418,000

   利息の受取額 259 130

   有価証券利息の受取額 ─ 2,019

   利息の支払額 △4,646 ─

   法人税等の支払額 △171,600 △ 106,342

   営業活動によるキャッシュ・フロー △337,997 313,806



 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   有形固定資産の取得による支出 △6,147 △ 36,081

   無形固定資産の取得による支出 △1,864 △ 3,375

   投資有価証券の取得による支出 △5,100 △ 25,000

   役員保険契約による支出 △7,725 △ 7,725

   役員保険解約による収入 6,516 ─

   敷金の支払による支出 ─ △ 27,676

   投資活動によるキャッシュ・フロー △14,321 △ 99,859

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   新株発行費の支払額 △1,331 ─

   株式交付費の支払額 ─ △ 816

   自己株式取得による支出 △10,385 △ 43,068

   自己株式取得費用の支払額 △120 △ 474

   配当金の支払額 △61,312 △ 68,768

   増資による収入 21,850 1,950

   財務活動によるキャッシュ・フロー △51,299 △ 111,176

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) △403,617 102,770

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,671,360 1,267,742

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,267,742 1,370,513



⑤ 【利益処分計算書】 

  

 
  

前事業年度
株主総会承認日         

(平成18年６月28日)

区分
注記 
番号

金額(千円)

Ⅰ 当期未処分利益 450,942

Ⅱ 任意積立金取崩額

 １．特別償却準備金取崩額 1,509 1,509

    合計 452,451

Ⅲ 利益処分額

 １．配当金 69,270 69,270

Ⅳ 次期繰越利益 383,181



重要な会計方針 

  

 
  

項目
前事業年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 満期保有目的の債券

─

(2) その他有価証券

  時価のあるもの

期末決算日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定)を採用して

おります。 

(1) 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採用し
ております。

(2) その他有価証券

  時価のあるもの

期末決算日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定)を採用し

ております。   

  

  時価のないもの

投資事業有限責任組合への出資

については、組合から入手可能な

直近の決算報告書に基づいて組合

財産の持分相当額を投資有価証券

として計上しております。

  時価のないもの

同左

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

(1) デリバティブ

  時価法を採用しております。

(1) デリバティブ

─

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 未成工事支出金

  個別法による原価法を採用してお

ります。

(1) 未成工事支出金

同左

４．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

  定率法を採用しております。

  ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物(附属設備を除く)につ

いては定額法を採用しております。

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

  建物         ３～15年

  工具器具・備品    ３～10年

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

  定額法を採用しております。

  なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における見込利用可

能期間(５年)による定額法を採用し

ております。

(2) 無形固定資産

同左

５．繰延資産の処理方法 新株発行費

 新株発行時に全額費用として処理し

ております。

株式交付費

同左

６．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  完成工事未収入金その他これに準

ずる債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左



 
  

項目
前事業年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(2) 賞与引当金

  従業員に対して支給する賞与に充

てるため、賞与支給見込額のうち、

当期負担額を計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務に基づ

き当期末において発生していると認

められる額を計上しております。な

お、当社は簡便法により退職給付引

当金を設定しております。

(3) 退職給付引当金

同左

(4) 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支出に備え

て、内規に基づく期末要支給額を計

上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

同左

７．収益の計上基準 (1) 完成工事高

  完成工事高の計上は、工事完成基

準によっております。

(1) 完成工事高

同左

８．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転 

すると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。

同左

９．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

 手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３か月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。

同左

10．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

 消費税等の会計処理は税抜方式によ

っております。

消費税等の会計処理

同左



重要な会計方針の変更 

  

 
  

  

  

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日)

（固定資産の減損に係る会計基準） ─

「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に
係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会
平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基
準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日
企業会計基準適用指針第６号）を当事業年度から適用して
おります。 
 これによる損益に与える影響はありません。

─ （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）
当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日
企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表
示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会
平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用
しております。 
 従来の資本の部の合計に相当する金額は、1,737,259千
円であります。 
 なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ
いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表
等規則により作成しております。 
 



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

 
  

  

(損益計算書関係) 

  

 
  

前事業年度 
(平成18年３月31日)

当事業年度
(平成19年３月31日)

 

※１．授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数    普通株式 48,000,000株

発行済株式総数  普通株式 12,621,000株

※２．自己株式の保有数
    普通株式             26,400株

 ３．配当制限
有価証券の時価評価により、純資産額が85千円増加して
おります。 
なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号の規定によ
り、配当に充当することが制限されております。

─

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

― 

 

※1.固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

工具器具・備品 1,104千円



(株主資本等変動計算書関係) 

当事業年度(自 平成18年４月１日  至 平成19年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 新株予約権の行使による増加 30,000株 

  

２ 自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 会社法第165条第２項の規定に基づく定款の定めに基づく自己株式の取得による増加 185,900株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

新株予約権付社債の減少は、権利行使によるものであります。 

  
  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 12,621,000 30,000 ─ 12,651,000

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 26,400 185,900 ─ 212,300

内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当事業 
年度末残高 
(千円)

前事業
年度末

増加 減少
当事業
年度末

第２回新株予約権付社債 普通株式 27,000 ― 12,000 15,000 7

合計 27,000 ― 12,000 15,000 7

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成18年６月28日 
定時株主総会

普通株式 69,270 5.5 平成18年３月31日 平成18年６月29日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月27日 
定時株主総会

普通株式 繰越利益剰余金 68,412 5.5 平成19年３月31日 平成19年６月28日



(キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

(リース取引関係) 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

(平成18年３月31日)

現金及び預金勘定 1,267,742千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金

―千円

現金及び現金同等物 1,267,742千円

 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

(平成19年３月31日)

現金及び預金勘定 474,934千円

有価証券 895,579千円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

―千円

現金及び現金同等物 1,370,513千円

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

─

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 

 

取得価額
相当額

(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額

(千円)

工具器具・備品 3,955 3,955 ―

 
 (2) 未経過リース料期末残高相当額等

 
 
― 
 

 

 

 (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 181千円

減価償却費相当額 164千円

支払利息相当額 1千円
 

 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

 

 (5) 利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は利息法によっております。

（減損損失について）
 リース資産に配分された減損損失はありません。

 



(有価証券関係) 

  

前事業年度(平成18年３月31日) 

有価証券 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
  

２．時価評価されていない有価証券 

 
  

当事業年度(平成19年３月31日) 

有価証券 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 
  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 
  

３．時価評価されていない有価証券 

 
  

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の貸借対照表日後における償還予定額 

取得原価（千円）
貸借対照表計上額（千

円）
差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの

5,100 5,243 143

貸借対照表計上額（千円）

 その他有価証券
  ＳＢＩブロードバンドファンド

１号
20,537

貸借対照表計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円）

時価が貸借対照表計上額を超え
るもの

299,956 299,967 11

取得原価（千円） 貸借対照表計上額（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの

5,100 4,978 △ 121

貸借対照表計上額（千円）

 満期保有目的の債券 
  コマーシャル・ペーパー

595,623

 その他有価証券
  ＳＢＩブロードバンドファンド

１号
43,738

区分 1年以内（千円）

  債券 ─

  国債・地方債等 300,000

  コマーシャル・ペーパー 596,000

合計 896,000



(デリバティブ取引関係) 

１．取引の状況に関する事項 

  

    当事業年度は、デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 

 
  

２．取引の時価等に関する事項 

 前事業年度（平成18年３月31日現在） 

  該当事項はありません。 

 当事業年度（平成19年３月31日現在） 

  該当事項はありません。 

  

  

  

  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(1) 取引の内容

  当社の利用しているデリバティブ取引は、金利関連

で金利キャップ取引及び金利スワップ取引でありま

す。

─

(2) 取引に対する取組方針

  当社のデリバティブ取引は、将来の金利の変動によ

るリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。

(3) 取引の利用目的

  当社のデリバティブ取引は、借入金利等の将来の金

利市場における利率上昇による変動リスクを回避する

目的で利用しております。

(4) 取引に係るリスクの内容

  当社が利用しているデリバティブ取引は市場金利の

変動によるリスクを有しております。

  なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定

しているため、信用リスクはほとんどないと認識して

おります。

(5) 取引に係るリスク管理体制

  デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金

担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。



(退職給付関係) 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

  当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用

しております。

１．採用している退職給付制度の概要

同左

２．退職給付債務に関する事項

退職給付債務 81,641千円

退職給付引当金 81,641千円

２．退職給付債務に関する事項

退職給付債務 78,727千円

退職給付引当金 78,727千円

３．退職給付費用に関する事項

退職給付費用 25,840千円

勤務費用 25,840千円

３．退職給付費用に関する事項

退職給付費用 27,049千円

勤務費用 27,049千円

４．退職給付債務の計算基礎に関する事項

  簡便法のうち、退職給付に係る期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする方法を採用しております。

４．退職給付債務の計算基礎に関する事項

同左



(ストック・オプション等関係) 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

（１）ストック・オプションの内容 

 
  

会社名 提出会社

決議年月日 平成13年５月１日

付与対象者の区分及び人数 取締役２名、従業員６７名

株式の種類及び付与数（注） 普通株式472,000株

付与日 平成13年５月16日

権利確定条件 行使時において、当社の取締役又は、従
業員であることを要する。

対象勤務期間 ─

権利行使期間 平成16年９月１日

～平成24年６月29日

会社名 提出会社

決議年月日 平成14年８月９日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役２名、監査役１名、従業員66
名

株式の種類及び付与数（注） 普通株式276,000株

付与日 平成15年２月14日

権利確定条件

行使時において、当社又は当社の子会社
の役員、執行役員又は従業員のいずれか
の地位、あるいは当社または当社の子会
社との間の契約に基づく契約社員の地位
を有していることを要する。

対象勤務期間 ─

権利行使期間
平成17年４月１日

～平成24年６月29日



  

 
  

 
  （注）株式数に換算しております。なお、平成15年８月31日付、及び平成17年９月20日付で 

      １株を２株とする株式分割を行っております。当該株式分割による調整後の株式数を 

          記載しております。 

 

  

会社名 提出会社

決議年月日 平成14年８月９日

付与対象者の区分及び人数 当社従業員29名

株式の種類及び付与数（注） 普通株式112,000株

付与日 平成15年４月10日

権利確定条件

行使時において、当社又は当社の子会社
の役員、執行役員又は従業員のいずれか
の地位、あるいは当社又は当社の子会社
との間の契約に基づく契約社員の地位を
有していることを要する。

対象勤務期間 ─

権利行使期間 平成17年４月１日

～平成24年６月29日

会社名 提出会社

決議年月日 平成17年２月４日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役５名、執行役員１名

株式の種類及び付与数（注） 普通株式526,000株

付与日 平成17年２月４日

権利確定条件

行使時において、当社又は当社の子会社
の役員、執行役員又は従業員のいずれか
の地位、あるいは当社又は当社の子会社
との間の契約に基づく契約社員の地位を
有していることを要し、かつ行使期間中
何れの地位にも該当しない期間がある場
合には行使できない。

対象勤務期間 ─

権利行使期間 平成19年３月１日

～平成27年１月31日



（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当事業年度（平成19年３月期）において存在したストック・オプションの数に 

ついては、株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

 
  

②単価情報 

  

 会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

 決議年月日 平成13年５月１日 平成14年８月９日平成14年８月９日平成17年２月４日

 権利確定確定前

  期首（株） ─ ─ ─ ─

  付与(株） ─ ─ ─ ─

  失効（株） ─ ─ ─ ─

   権利確定（株） ─ ─ ─ ─

  未確定残（株） ─ ─ ─ ─

 権利確定確定後

  期首（株） 27,000 74,000 42,000 526,000

   権利確定（株） ─ ─ ─ ─

  権利行使（株） 12,000 16,000 2,000 ─

  失効（株） ─ ─ ─ ─

  未行使残（株） 15,000 58,000 40,000 526,000

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

権利行使価額 （円） 50 75 75 405

行使時平均株価 （円） 236 256 224 ─

付与日における公正な評価単価
（円）

─ ─ ─ ─



(税効果会計関係) 

  

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 

 
  

前事業年度 
(平成18年３月31日)

当事業年度 
(平成19年３月31日)

繰延税金資産

賞与引当金損金算入限度超過額 32,311千円 41,984千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 52千円 0千円

未払事業税否認 2,604千円 7,454千円

未払事業税否認（外形標準課税） 1,383千円 3,341千円

未払事業所税否認 1,142千円 1,240千円

未払法定福利費 4,085千円 5,138千円

退職給付引当金 33,228千円 32,042千円

役員退職慰労引当金 54,344千円 59,412千円

自己株式取得費用否認 48千円 48千円

一括償却資産 3,194千円 3,621千円

その他有価証券評価差額金 ―千円 49千円

繰延税金資産合計 132,397千円 154,334千円

繰延税金負債

特別償却準備金 △2,071千円 △1,035千円

その他有価証券評価差額金 △58千円 ―千円

繰延税金負債合計 △2,130千円 △1,035千円

繰延税金資産(負債)の純額 130,267千円 153,298千円

前事業年度 
(平成18年３月31日)

当事業年度 
(平成19年３月31日)

法定実効税率 40.70％ 40.70％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.61％ 0.49％

住民税均等割額 0.38％ 0.24％

その他 △0.34％ 0.31％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.35％ 41.74％



(持分法損益等) 

 前事業年度（自 平成17年４月１日  至 平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 当事業年度（自 平成18年４月１日  至 平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 



【関連当事者との取引】 

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 該当事項はありません。 

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

(企業結合等関係) 

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 該当事項はありません。 

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報) 

 
  

（注）算定上の基礎 

１.１株当たり純資産額 

 
  

前事業年度 当事業年度

(自 平成17年４月１日 (自 平成18年４月１日
至 平成18年３月31日) 至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 128.53円 １株当たり純資産額 139.67円

１株当たり当期純利益 11.97円 １株当たり当期純利益 18.25円

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

11.60円
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

18.11円

 当社は、平成17年９月20日付で株式１株につき２株の
株式分割を行っております。

                          

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場
合の前事業年度の１株当たり情報については、それぞれ
以下のとおりとなります。 
 

１株当たり純資産額 123.71円

１株当たり当期純利益 17.61円

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 
 

16.36円

前事業年度
(平成18年３月31日)

当事業年度 
(平成19年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） ― 1,737,267

普通株式に係る純資産額（千円） ― 1,737,259

差額の主な内訳（千円）

 新株予約権 ― 7

普通株式の発行済株式数（千株） ― 12,651

普通株式の自己株式数(千株) ― 212

1株あたり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（千株） ― 12,438



   ２.１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
  

(重要な後発事象) 

 
  

  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益(千円) 147,954 229,024 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ─

普通株式に係る当期純利益(千円) 147,954 229,024 

普通株式の期中平均株式数(千株) 12,361 12,549 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額（千円） ― ─

普通株式増加数（千株） 388 99 

（うち新株引受権） （ 121） （  20）

（うち新株予約権） （ 267） （   78）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含まれな

かった潜在株式の概要

― 第3回新株予約権（新株予約権の数
526,000株）

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

― ストック・オプション（新株予約権）の付与 
 平成19年６月27日開催の第27期定時株主総会において、
会社法第236条、第238条及び239条の規定に基づき、取締
役、執行役員、従業員に対し、ストック・オプション目的
による新株予約権発行に関する決議をいたしました。 
 また、同日開催の取締役会において、取締役に対し、ス
トック・オプション目的による新株予約権の付与に関する
決議をいたしました。 
 これらの内容の詳細につきましては、「第４提出会社の
状況１株式等の状況 （８）ストック・オプション制度の
内容」に記載しております。 
 



⑥ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【債券】 

 
  

【その他】 

 
  

  

【有形固定資産等明細表】 

 
 （注） 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。 

      建物       東京本社   9,157千円 

               大阪営業所  7,150千円 

      工具器具・備品  サーバー購入 1,393千円 

有価証券
満期保有目的

の債券

銘柄
券面総額   
（千円）

貸借対照表計上額
（千円）

  第425回政府短期証券
300,000 299,956

  ABグローバル・ファンド
596,000 595,623

計 896,000 895,579

投資有価証券
その他有価証

券

種類及び銘柄
投資口数等

（口）

貸借対照表計上額

（千円）

（投資事業有限責任組合）

ＳＢＩブロードバンドファンド１号 1 43,738 

（投資信託）

SBI未公開株組入ファンド３ 元本成長型 500 4,978 

計 501 48,716 

資産の種類
前期末残高 
(千円)

当期増加額 
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額

又は 
償却累計額
(千円)

当期償却額 
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 建物 41,583 23,371 ─ 64,954 32,164 4,895 32,789

 工具器具・備品 49,862 12,710 12,706 49,867 33,230 6,154 16,637

有形固定資産計 91,446 36,081 12,706 114,821 65,395 11,049 49,426

無形固定資産

 商標権 ─ 329 ─ 329 10 10 318

 ソフトウェア 35,338 3,007 ─ 38,346 24,175 5,266 14,170

 電話加入権 1,428 39 ─ 1,467 ─ ─ 1,467

無形固定資産計 36,767 3,375 ─ 40,143 24,186 5,277 15,956

長期前払費用 48,709 7,725 ─ 56,434 ─ ─ 56,434



【社債明細表】 

該当事項はありません。 

  

【借入金等明細表】 

該当事項はありません。 

  

【引当金明細表】 

  

 
(注) 貸倒引当金の当期減少額のうち「その他」3,629千円は一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。 

  

区分
前期末残高 
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用) 
(千円)

当期減少額
(その他) 
(千円)

当期末残高 
(千円)

貸倒引当金 (注) 3,689 3,150 59 3,629 3,150

賞与引当金 79,390 103,155 79,390 ─ 103,155

役員退職慰労引当金 133,525 14,085 1,633 ─ 145,977



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 現金預金 

  

 
  

② 受取手形 

(イ)相手先別内訳 

  

 
  

(ロ)期日別内訳 

  

 
  

区分 金額(千円)

現金 7,770

預金

当座預金 450,607

普通預金 12,508

定期預金 2,860

別段預金 1,188

小計 467,163

合計 474,934

相手先 金額(千円)

ナガセ電子機器サービス㈱ 2,352

㈱竹中工務店 2,800

合計 5,152

期日 金額(千円)

平成19年４月期日 5,152

合計 5,152



③ 完成工事未収入金 

(イ)相手先別内訳 

  

 
  

(ロ)滞留状況 

  

 
  

④ 売掛金 

(イ)相手先別内訳 

  

 
  

(ロ)滞留状況 

  

 
  

相手先 金額(千円)

ヤフー㈱ 99,619

SERVCORP Japan K.K. 98,290

㈱インテリジェンス 90,869

帝人㈱ 34,650

栗田工業㈱ 32,254

その他 478,658

合計 834,342

前期繰越高  
（千円）

当期発生高  
（千円）

当期回収高  
（千円）

次期繰越高  
（千円）

回収率(%) 滞留期間（日）

（A） （B） （C） （D）
（C）

×100

(A)+(D)
2

(A)+(B)
(B)
365

707,513 5,273,415 5,146,586 834,342 86.0 53.4

相手先 金額(千円)

栗田総合サービス㈱ 2,572

㈱ディーツーコミュニケーションズ 1,906

ネットワークサービスアンドテクノロジーズ㈱ 1,774

i.ma design studio 1,611

ヤフー㈱ 725

その他 4,728

合計 13,319

前期繰越高  
（千円）

当期発生高  
（千円）

当期回収高  
（千円）

次期繰越高  
（千円）

回収率(%) 滞留期間（日）

（A） （B） （C） （D）
（C）

×100

(A)+(D)
2

(A)+(B)
(B)
365

15,173 98,561 100,415 13,319 88.3 52.8



⑤ 未成工事支出金 

  

 
当期末残高の内訳は次のとおりであります。 

 
  

⑥ 工事未払金 

  

 
  

⑦ 買掛金 

  

 
  

(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前期末残高 
(千円)

当期支出額 
(千円)

完成工事原価及び
マネジメントサービス料 

原価への振替額 
(千円)

当期末残高 
(千円)

306,782 4,030,305 4,200,266 136,821

材料費 2,512千円

労務費 82,710千円

外注費 21,065千円

経費 30,533千円

計 136,821千円

相手先 金額(千円)

アベックファシリティーズ㈱ 78,051

ファースト・ファシリティーズ㈱ 53,289

リリカラ㈱ 36,106

㈱丹青ＴＤＣ 28,377

㈱マイスターエンジニアリング 22,469

その他 228,834

合計 447,128

相手先 金額(千円)

コクヨオフィスシステム㈱ 2,619

㈱岡村製作所 2,403

誠和通信システム㈱ 2,131

パナソニックＣＣソリューションズ㈱ 1,597

東都熱工業㈱ 1,050

その他 6,153

合計 15,955



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

 
（注）当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 

会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

会社法代166条第１項の規定による請求をする権利 

株主の有する株式数に応じて募集株式の割り当て及び募集新株予約権の割り当てを受ける権利 

株主の有する単元未満株式数の数と合わせて単元未満株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利 

  

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類 100株券、1,000株券、10,000株券

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え

  取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

  株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

  取次所
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店
野村證券株式会社 全国本支店

  名義書換手数料 無料

  新券交付手数料 無料

単元未満株式の買取り

  取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

  株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

  取次所
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店
野村證券株式会社 全国本支店

  買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむをえない事由が

生じた場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 

なお、電子公告は当会社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりで

す。 

http://www.meiho.co.jp/ir/kessan/

株主に対する特典 該当事項はありません。



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

     事業年度（第26期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月28日関東財務局長に提

出 

  

(2) 半期報告書 

      第27期中（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）平成18年12月20日関東財務局長に提出 

  

(3) 臨時報告書 

      平成18年６月28日関東財務局長に提出 

      企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号(代表取締役の異動)に基づく臨時報告書でありま 

      す。 

  

(4) 半期報告書の訂正報告書 

      平成18年４月６日関東財務局長に提出 

      第26期中（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）の半期報告書に係る訂正報告書であります。 

  

(5) 自己株券買付状況報告書 

      平成18年４月４日、平成18年11月30日、平成19年１月５日、平成19年２月１日、平成19年３月１日 

     関東財務局長に提出。 

      

  

  

  



該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成18年6月28日

明豊ファシリティワークス株式会社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている明豊ファシリティワ

ークス株式会社の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第26期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、キャ

ッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財

務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、明豊ファシリティワ

ークス株式会社の平成18年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 笹 山 勝 則 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 大 野   功 

      



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成19年6月27日

明豊ファシリティワークス株式会社 

取 締 役 会 御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている 明豊ファシリティ

ワークス株式会社の平成18年4月１日から平成19年3月31日までの第27期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、

株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財

務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 明豊ファシリティ

ワークス株式会社の平成19年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年6月27日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第

239条の規定に基づき、会社の取締役、執行役員及び従業員に対してストック・オプションを目的として発行する新株予約権の発行に

ついて決議し、同日開催の取締役会において取締役に対してストック・オプションとしての新株予約権を付与した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

代 表 社 員
業務執行社員 

公認会計士  

    

業務執行社員 公認会計士  
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